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一
九
八
二
年
四
月
一
日
よ
り
「
同
和
対
策
新
法
」
が
、
五
カ
年
の

時
限
立
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
新
法
の
制
定
の
時
点
に
、
改
め
て
大
阪
に
お
け
る
部
落
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
、
部
落
解
放
に
む
け
た
五
カ
年
計
画
を
策
定
す
る

た
め
の
裏
づ
け
と
し
て
、
昨
年
十
月
に
、
大
阪
の
部
落
全
域
で
、
実

態
調
査
が
と
り
く
ま
れ
た
。

こ
の
調
査
は
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
、
大
阪
府
同
和
事

業
促
進
協
議
会
、
大
阪
市
同
和
事
業
促
進
協
議
会
、
解
放
会
館
連
絡

協
議
会
、
部
落
解
放
研
究
所
等
で
構
成
さ
れ
た
大
阪
部
落
解
放
実
態

調
査
推
進
委
員
会
（
代
表
上
田
卓
三
・
大
阪
府
連
委
員
長
）
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
四
七
支
部
全
体
で
、
今
回
の
調
査
が
と
り
く
ま
れ
、

。

■
（
 

’
一
㎡
》

】
「
し

凸
ぷ
げ
上

は
じ
め
に

大
阪
部
落
実
態
調
査
八
中
間
）
報
告

田
『
ｈ

ＬＤＥ１ 

－ 
－ＬＬ『‐，

子〉。『．で
〉
。

［
■
 

【
）
。

－，■● 

￣￣ 

Ｚ'｡ 

二
五
、
九
○
○
世
帯
、
八
一
一
、
七
六
五
名
を
対
象
と
し
た
、
大
阪
府

連
始
ま
っ
て
以
来
の
彪
大
な
調
査
と
な
っ
た
。

調
査
の
内
容
も
、
世
帯
・
人
□
、
健
康
、
住
宅
、
生
活
水
進
’
、
就

労
、
社
会
保
障
、
教
育
実
態
、
教
育
要
求
、
被
差
別
体
験
、
結
婚
、

障
奎
曇
広
範
多
岐
に
わ
た
り
、
今
日
時
点
の
大
阪
に
お
け
る
部
落
の

実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
た
。

十
二
月
下
旬
ｌ
｜
月
上
旬
に
か
け
て
大
阪
全
体
の
単
純
集
計
の
分

析
が
お
こ
な
わ
れ
、
二
月
一
杯
で
ク
ロ
ス
集
計
の
分
析
に
と
り
く
ま

れ
て
い
る
。

ま
た
、
支
部
段
階
に
お
い
て
も
、
単
純
集
計
の
分
析
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
三
月
に
は
、
こ
れ
ま
た
、
ク
ロ
ス
集
計
の
分
析
が
開
始
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
「
特
別
措
置
法
」
十
三
ヵ
年
（
部
落
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
時
点
か
ら
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
）
の
種
々
な

ろ
運
動
と
施
策
に
よ
っ
て
、
一
定
、
前
進
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
今

大
阪
部
落
実
態
調
査
推
進
委
員
会
事
務
局

申
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な
お
深
刻
な
差
別
の
実
態
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

以
下
が
大
阪
部
落
実
態
調
査
の
全
体
報
告
の
中
間
的
な
報
告
を
紹

介
す
る
。

〈
中
間
報
告
の
構
成
〉

・
世
帯
・
人
口

世
帯
・
世
帯
人
員
／
人
口
お
よ
び
世
帯
主
か
ら
見
た
続
柄
／
性

別
／
年
齢
構
造

・
健
康健
康
の
状
況
／
病
気
の
種
類

・
住
宅住
宅
の
所
有
関
係
／
住
宅
の
種
類
／
住
宅
の
規
模
／
住
宅
密
度

／
居
住
水
準
／
住
宅
の
困
窮
理
由

・
生
活
水
準

生
計
費
の
源
泉
／
年
収
／
生
活
費
／
納
税
状
況

今
回
の
調
査
に
お
け
る
世
帯
数
は
、
二
万
五
、
九
○
○
世
帯
で
、

｜
世
帯
あ
た
り
の
人
員
は
三
・
一
一
人
と
な
っ
て
い
ろ
。
大
阪
府
の
普

通
世
帯
数
は
、
’
九
八
○
年
国
勢
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
二
六
○
万

四
、
九
五
一
一
一
世
帯
で
あ
り
、
｜
世
帯
当
り
人
員
は
、
三
・
一
六
人
と

な
っ
て
お
り
、
一
世
帯
あ
た
り
人
員
で
は
、
○
・
○
四
人
と
わ
ず
か

に
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
差
は
な
い
。

一
方
、
世
帯
人
員
別
で
み
る
と
、
四
人
世
帯
が
二
五
・
七
％
と
最

も
多
く
次
い
で
一
一
人
世
帯
の
一
二
・
’
一
一
％
、
一
一
｜
人
世
帯
の
一
九
・
六

％
、
｜
人
世
帯
の
一
五
・
○
％
と
な
っ
て
い
ろ
。
こ
れ
を
大
阪
府
全

体
と
比
較
し
て
み
ろ
と
一
一
人
世
帯
で
は
、
府
の
一
七
・
八
％
に
対
し

三
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
五
人
世
帯
で
は
、
府
の
一
○
・
七
％
に
対
し
－

・
八
ポ
イ
ン
ト
と
高
く
、
逆
に
四
人
世
帯
で
は
、
府
の
二
九
・
八
％

に
対
し
四
・
一
ポ
イ
ン
ト
、
一
人
世
帯
で
は
、
府
の
一
七
・
四
％
に
対

し
一
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
っ
て
い
る
の
が
目
立
っ
て
い
ろ
。
（
図

１
）
 ま
た
、
今
回
の
調
査
に
お
け
る
部
落
の
世
帯
数
は
、
府
世
帯
総
数

（
普
通
世
帯
十
準
世
帯
）
の
約
一
％
を
占
め
て
い
る
。

・
就
労

・
社
会
保
障

年
金
の
加
入
状
況
／
年
金
の
給
付
状
況
／
年
金
額
の
状
況
／
生

活
保
護
の
状
況

・
教
育
実
態

⑪
世
帯
・
世
帯
人
員

一
、
世
帯
・
人
口

就
労
の
有
無
／
就
労
形
態
／
賃
金
形
態
／
職
場
の
従
業
員
数
／

職
場
の
社
会
保
障
制
度
／
就
労
内
容
／
年
収
／
転
職
希
望
／
就

職
希
望
／
資
格
・
免
許
／
資
格
・
免
許
の
活
用
状
況

学
歴
の
状
況
／
読
み
書
き
の
力
の
状
況

・
教
育
要
求

保
育
・
教
育
の
世
帯
数
概
要
／
保
育
要
求
／
小
・
中
学
校
に
関

す
る
要
求
／
高
校
・
大
学
・
専
修
学
校
。
各
種
学
校
に
関
す
る

要
求

・
被
差
別
体
験

・
結
婚結
婚
の
時
期
／
結
婚
の
相
手
／
結
婚
に
ま
つ
わ
る
部
落
差
別
体

験
／
結
婚
差
別
の
内
容
／
親
元
と
の
い
き
き
の
状
況
／
若
干
の

結
論

・
障
害「
身
体
障
害
者
手
帳
」
も
し
く
は
「
療
育
手
帳
」
の
交
付
の
有

無
／
障
害
発
生
年
齢
／
身
体
障
害
者
の
対
人
□
比
／
障
害
の
部

位
／
障
害
の
等
級
／
障
害
の
原
因

図１ 世帯人数の比較
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②
人
口
お
よ
び
世
帯
主
か
ら
見
た
続
柄

今
回
の
調
査
に
お
け
る
部
落
の
人
口
は
、
八
万
一
一
、
七
六
五
人
で
、

府
人
口
（
八
○
年
国
勢
調
査
）
の
○
・
九
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
約
一
一
一
分
の
一
の
一
一
万
五
、
九
○
○
人
が
世
帯
主
で
あ
り
、

配
偶
者
が
一
万
八
、
一
一
一
六
○
人
（
一
三
・
一
一
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
世
帯
主
と
同
居
し
て
い
る
子
供
が
一
一
一
万
一
一
一
、
四
九
一
一
人

（
四
○
・
五
％
）
を
占
め
、
世
帯
主
と
同
居
し
て
い
る
父
母
は
一
一
、

○
八
四
人
（
一
一
・
五
％
）
、
配
偶
者
・
子
供
・
父
母
を
除
く
親
族
、

非
親
族
が
一
一
、
六
一
一
一
一
人
（
一
一
一
・
一
一
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
（
図
２
）

部
落
の
人
口
を
男
女
別
に
み
ろ
と
、
男
子
一
一
一
万
一
八
、
九
一
五
人
、

女
子
四
万
○
、
八
七
七
人
で
、
女
子
が
男
子
を
一
、
九
六
一
一
人
上
回

わ
り
、
人
口
の
性
比
（
女
子
一
○
○
人
に
対
す
る
男
子
の
数
）
は
、

九
五
・
一
一
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
性
比
は
、
大
阪
府
全
体
二
九
八
二
年
十
月
一
日
推
計
人
口
）

の
九
八
・
一
と
比
べ
ろ
と
一
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
低
く
、
部
落
の
方
が
府

全
体
に
比
べ
女
子
の
割
合
が
高
い
と
言
え
ろ
。

従属人□指数（旧Ｌ臘蝦艸加珊鞭鯛北トト旧ｘｇＳは四八・一、

老齢化指数（柵臘取關汁叩×］Ｓ）は一一一一一一・六となってい
ろ
。
大
阪
府
の
年
齢
構
成
指
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
一
五
・
八
、
’
○
・

六
、
四
六
・
四
、
一
一
九
・
七
と
な
っ
て
お
り
、
年
少
人
口
指
数
を
除

き
、
他
の
指
数
は
府
平
均
よ
り
高
く
な
っ
て
い
ろ
。

な
お
、
年
少
人
口
指
数
、
老
年
人
口
指
数
、
従
属
人
口
指
数
は
、

人
口
は
六
、
七
三
一
一
人
で
、
全
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
一
四
。
二
％
、
六
七
・
一
一
％
、
八
・
｜
％
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
大
阪
府
の
年
齢
構
成
割
合
（
二
四
・
四
％
、
六
八
・
’
一
一

％
、
七
・
二
％
）
と
比
べ
ろ
と
、
年
少
人
口
と
生
産
年
齢
人
口
の
割

合
が
下
ま
わ
り
、
老
年
人
□
の
割
合
が
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
（
図
３
）

ま
た
、
年
齢
十
七
区
分
別
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
一
十
四
’
三
十
九
歳

の
働
き
ざ
か
り
で
あ
る
壮
年
層
が
府
の
割
合
に
比
べ
大
き
く
低
下
し

て
い
ろ
。
（
表
１
．
図
４
）
こ
の
原
因
は
、
｜
方
で
仕
事
保
障
の
結

果
社
会
的
に
進
出
し
て
い
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方

で
住
宅
不
足
な
ど
の
原
因
も
考
え
ら
れ
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
し

て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

一
方
、
年
齢
構
成
指
数
で
み
ろ
と
、

年
少
人
□
指
数
（
牝
Ⅲ
蕊
兆
三
ｓ
は
一
一
一
六
・
・
、

老
年
人
口
指
数
（
柵
臘
敗
洲
汁
叩
二
ｓ
）
は
一
一
一
・
一
、

③
性

別

図２世帯主から見た続柄別人口比率図３年令構造（年令３区分）

老人人ロ（６５歳以上）

四
年
齢
構
造

部
落
人
口
（
八
万
一
一
、
七
六
五
人
）
を
年
齢
三
区
分
別
に
見
ろ

と
、
○
’
十
四
歳
の
年
少
人
口
は
一
一
万
一
七
人
、
十
五
１
六
十
四
歳

の
生
産
年
齢
人
口
は
五
万
五
、
六
一
一
一
九
人
、
六
十
五
歳
以
上
の
老
年

生
産
年
齢
人
口
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
扶
養
負
担
度
を
、
ま
た
、
老

齢
化
指
数
は
、
人
口
老
年
化
の
程
度
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ろ
。

部落

１
 

％
⑩
 

！
１
 

％ 
１ 

，－ 

卯
的
扣
印
釦
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、
、
、
０

世帯主の
配偶者
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世帯主

３０％ 

世帯主と

同居している子ども世帯主と同居
している父母

2.5％ 40.5％ 

その他
3.2％ 

不明’
1.5％ 

ｑ」

一
九
四
○

一
九
三
五

一
九
三
○

一
九
二
五

一
九
二
○

一
九
八
二

一
九
八
○
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九
七
五

一
九
七
○

一
九
六
五

一
九
六
○

’
九
五
五

一
九
五
○
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部
落
の
健
康
者
は
一
二
・
六
％

も
少
な
い
。

又
、
「
弱
い
ほ
う
で
あ
る
」

’
四
・
三
％
、
「
病
気
が
ち
」
「
八

Ｊ
 

。
八
％
、
「
寝
た
き
り
」
○
．
牌

八
％
で
、
部
落
の
健
康
で
な
い
信

者
の
合
計
は
一
一
三
・
九
％
で
態

あ
る
。
厚
生
省
調
査
二
九
八
鰍

一
年
）
で
は
、
傷
病
の
あ
る
者
鴎

は
二
・
八
％
で
あ
る
。
こ
の
２

よ
う
に
部
落
は
一
般
に
比
べ
表

て
、
健
康
で
な
い
者
の
存
在
は

二
倍
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
出

て
い
ろ
。
（
表
２
）

部
落
に
お
い
て
は
健
康
一
一
五
・
八
％
、
普
通
四
九
・
八
％
で
、
健

康
と
み
ら
れ
る
者
は
七
五
。
五
％
で
あ
る
。
厚
生
省
健
康
調
査
二

九
八
一
年
）
に
よ
る
と
、
傷
病
の
な
い
者
は
八
八
二
一
％
で
あ
り
、

表１年齢構造（年齢17区分別）

<年齢区分＞〈大阪府＞＜部落＞

囚
健
康
の
状
況

二
、
健
康
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部
落
の
病
気
の
種
類
に
つ
い
て
の
回
答
で
は
、
｜
人
あ
た
り
一
一
・

一
三
の
病
気
を
訴
え
て
い
ろ
。

厚
生
省
調
査
で
は
、
一
人
あ
た
り
一
・
二
の
病
気
を
訴
え
て
い

る
の
で
、
単
純
に
み
ろ
と
、
｜
般
に
比
べ
て
部
落
の
人
の
か
か
え
て

い
る
病
気
の
種
類
は
一
一
倍
に
も
な
る
。

病
気
の
種
類
で
多
い
も
の
か
ら
順
位
を
つ
け
ろ
と
、
部
落
の
場

合
、
一
位
。
腰
・
肩
痛
一
四
・
七
％
、
一
一
位
・
胃
腸
病
一
一
・
’
一
一
％
、

一
一
一
位
・
血
圧
一
○
・
○
％
、
四
位
・
呼
吸
器
八
・
七
％
、
五
位
・
心

臓
七
・
六
％
、
六
位
・
肝
臓
七
・
一
％
と
な
っ
て
い
ろ
。
一
九
八
○

年
国
民
健
康
調
査
で
一
般
の
順
位
を
み
る
と
、
｜
位
・
血
圧
一
二
・

八
％
、
一
一
位
・
呼
吸
器
一
四
％
、
一
一
一
位
・
腰
・
肩
痛
九
・
七
％
、
四

位
・
心
臓
六
・
五
％
と
な
っ
て
い
ろ
。

部
落
の
場
合
、
腰
・
肩
痛
、
胃
腸
病
、
肝
臓
病
が
と
く
に
多
い
と

い
え
る
。
部
落
の
場
合
、
一
般
と
比
べ
て
病
気
の
種
類
は
、
一
位
の

腰
・
肩
痛
が
一
・
五
倍
、
一
一
位
の
胃
腸
病
が
一
一
・
九
倍
、
六
位
の
肝

臓
が
三
・
一
一
倍
、
七
位
の
貧
血
が
一
○
倍
、
八
位
の
眼
が
一
・
八

倍
、
一
○
位
の
耳
鼻
が
一
一
一
・
五
倍
と
高
い
割
合
を
示
し
て
い
ろ
。

一
方
、
三
位
の
血
圧
は
一
般
と
比
し
、
約
半
分
、
四
位
の
呼
吸
器

は
約
発
と
、
低
い
割
合
で
あ
る
。
（
表
３
）
こ
れ
は
部
落
の
人
々
が

肉
体
労
働
に
よ
っ
て
体
を
酷
使
し
腰
・
肩
痛
と
内
臓
を
病
ん
で
い
ろ

４４３７４２７０５ユ４２２６

，２ｏｚ■’７， ０１ 

■、■８２７６５

②
病
気
の
種
類

１９８０年国勢調査結果

図４年齢構造（年令17区分別）

大阪府部落

蕊

濟坐》碑》》》》》》》洲・鐸甸・》僥鍼密

二－二コ
６８１０１２０ｓ ２００２４ ８５４ ㈲１２ 2０ 

１ 新生児（１２ケ月未満） 1.３％ 112.907人 1.1＄ ９３ 9人

２ 乳幼児（１～５歳） 7.6 ６４２，４１４ 6.5 5，４０８ 

３ 小学生（６～１１歳） １０．９ ９２３．０８５ １０．７ 8．８３１ 

４ 中学生（１２～１４歳） 4.6 ３８９．１７７ 5.8 4．８３９ 

５ １５～１７歳 4.4 ３７２．１３６ 4.9 4.017 

６ １８～１９歳 3.0 ２５４．４５４ 3.8 3．１４４ 

７ ２０～２４歳 7.0 ５９１．１６２ 7.1 5．８４１ 

８ ２５～２９歳 7.8 ６５７．６６４ 6.2 5.111 

９ ３０～３４歳 9.9 ８４２，６２１ 7.6 6．３１５ 

１０ ３５～３９歳 9.0 ７５８．９６６ 7.2 5，９９９ 

１１ 』 ４０～４４歳 7.7 ６５５．６６８ 7.9 6．５７８ 

１２ ４５～４９歳 6.9 ５８１．４８６ 7.9 6．４９９ 

ユ３ ５０～５４歳 5.5 ４６４．８９９ 6.2 5．１５６ 

１４ ５５～５９歳 4.0 ３３９．７１９ 4.8 3．９４３ 

１５ ６０～６４歳 3.1 ２６４．５２５ 3.7 3，０３６ 

１６ ６５～６９歳 2.8 ２３９，０９エ 3.0 2，５０６ 

１７ ７０歳以上 4.4 ３７４，２７０ 5.1 4．２２６ 

１８ 不明 0.1 9．２０２ 0.5 ３７７ 

（計） １００．０ ８２．７６５ 

区分 本調査
(82年10月）

国民健康調査
(81年10月）

総数 １００．０ 1．００．０ 

健康者 ７５．５ ８８．２ 

病弱者
(ねたきりを含む）

２３．９ １１．８ 

不明 ０．６ 
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こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。
又
貧
血
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
食
生
活
が

偏
重
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
眼
・
耳
鼻
が

高
い
と
い
う
こ
と
は
部
落
の
環
境
衛
生
状
態
が
い
ま
な
お
劣
悪
な
こ

と
を
示
し
て
い
ろ
と
思
わ
れ
ろ
。

病気の種類（百分率）表３

図５住宅の所有関係別普通世帯数（10分類）

６８与匡?E0.6

巴
・
日
□部
落

大
阪
府
全
国

民
徴
俄
江
（
非
木
冠
．
、
衛
共
川
》
雌

肉'ＩＢＪ

ﾐヨ

部
落
に
お
け
る
住
宅
の
所
有
関
係
を
み
て
み
ろ
と
、
公
共
賃
貸
住

宅
は
五
九
・
｜
｜
％
で
、
次
の
持
家
の
一
一
六
・
二
％
を
大
き
く
引
き
離

し
て
い
ろ
。

全
国
で
は
、
持
家
が
五
九
・
二
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
民
間
借

家
が
二
五
・
六
％
で
あ
る
。
大
阪
府
も
持
家
が
四
一
一
一
・
一
一
一
％
で
最
も

多
い
が
、
次
の
民
間
借
家
が
一
一
一
六
・
八
％
で
そ
の
差
は
少
な
い
。
い

ず
れ
も
公
共
賃
貸
住
宅
は
部
落
に
比
べ
て
少
な
く
、
そ
の
う
ち
公
営

住
宅
で
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。

す
な
わ
ち
、
部
落
で
は
公
共
賃
貸
住
宅
は
す
べ
て
公
営
住
宅
（
改

良
を
含
む
）
で
あ
る
が
、
全
国
で
は
公
営
で
は
五
・
二
％
、
大
阪
府

で
八
・
｜
％
で
あ
る
。
同
居
世
帯
（
借
間
）
は
、
部
落
で
は
一
・
六

％
で
あ
る
の
に
対
し
、
全
国
は
一
・
○
％
、
大
阪
府
は
○
・
九
％
と

少
な
く
な
っ
て
い
る
。
（
図
５
）

（
注
）
国
、
府
に
関
す
る
数
値
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
一
九
七
八

年
（
昭
和
五
十
三
年
）
住
宅
統
計
調
査
に
よ
る
。

住
宅
の
建
て
方
、
構
造
な
ど
建
物
の
種
類
を
比
べ
ろ
と
、
一
戸
建

は
、
部
落
で
は
二
六
・
○
％
で
、
全
国
の
六
五
・
｜
％
、
大
阪
府
の

三
六
・
○
％
と
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

⑪
住
宅
の
所
有
関
係

②
住
宅
の
種
類

三
、
住
宅

国６建物の種類の比較（％）

低屑鉄筋簡耐住宅(3階以下のもの）

卜１．３アノ

100％ 5０ 長屋連0 
その他0.4Ⅲ

嘘
醒
〃

文
化
住
宅
似 重蕊ニミ鱗|Ｉ

一戸廷

26.0％ 際旦辿鹿
部落 （ ４ 

￣ 

Ⅲ〃僻、電苧、…36.0 2０．７ 大阪府

Ⅱ 

〉H:蝋

一
己

65.1 全国

その他0.4

鰯雲
部落

(再掲）
5９．２ 5９．２ 26.0 

L型122

区分
本調五
(８２年ユ０月）

Ａ 

国民健康調蚕
（８０年エ０月）

Ｂ 

Ａ／Ｂ 

捻致 100.0 エ００．０

1 のど・気管・肺が悪い ①８．７ ②１４．０ ６２．１． 

２ 胃腸が悪い ②１１．３ ③３．９ ２８９．７ 

３ 肝魔力 悪い ⑥7.1 2.2 ３２２．７ 

４ 心展力 悪い ⑤７．６ ①６．５ ユユ６．９

５ 腎巌が悪い 3.2 ０．６ ５３３．３ 

６ おしっこがしにくい ﾕ.２ ●●● ●●● 

７ 糖がおりる 3.9 ⑤4.1 ９５．１ 

８ Zn圧が高い ③１０.ｏ ①２Ｌ８ ４５．９ 

９ 貧血 ⑦6.0 ０．６ 1.000.0 

ユ0 中風 ﾕ.０ ●●● ●●● 

ユエ 腰・肩・ひざが痛む ①ユ４．７ ③９．７ エ５１．７

１２ 身体がかゆい、湿疹 1.8 3.0 ６０．０ 

１３ 婦人病 1.６ ●●● ●●● 

ユ４ 目の病気 ③５．７ 3.エ エ８３．９

1５ 耳・鼻の病気 ⑩４．２ 1.２ ３５０．０ 

1６ 歯の病気 ③５．ユ 3.1 1６４．５ 

１７ その他 6.2 ２６．２ ２３．７ 

エ８ 不明 0.6 ●●● ●●● 
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10 １１大坂部落実態調査（中間）報告
長
屋
建
（
木
造
）
は
、
部
落
は
八
・
一
一
％
と
少
な
く
、
全
国
も
九

・
六
％
で
あ
る
が
、
大
阪
府
は
一
一
○
・
七
％
で
多
い
。
文
化
住
宅
及

び
ア
パ
ー
ト
（
木
造
共
同
住
宅
）
は
、
部
落
で
は
五
・
四
％
と
少
な

い
が
、
大
阪
府
で
は
一
八
・
七
％
、
全
国
で
は
二
・
六
％
で
あ

る
。鉄
筋
住
宅
（
非
木
造
の
長
屋
建
及
び
共
同
住
宅
）
は
、
部
落
が
五

九
・
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
阪
府
が
一
一
一
一
一
・
九
％
、
全
国
が
一

四
・
九
％
で
、
部
落
の
半
分
以
下
で
あ
る
。
（
図
６
）
こ
の
よ
う

に
、
部
落
で
は
鉄
筋
の
公
営
住
宅
が
六
割
近
く
に
達
し
、
低
質
な
木

造
住
宅
が
少
な
く
な
り
、
構
成
比
か
ら
見
る
と
、
他
と
比
べ
大
き
く

改
善
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

部
落
に
お
け
る
住
宅
の
広
さ
は
、
｜
世
帯
あ
た
り
の
居
住
室
の
平

均
畳
数
で
あ
ら
わ
す
と
、
二
○
・
七
畳
と
な
り
、
大
阪
府
の
一
一
一
・

一
畳
よ
り
や
や
狭
い
。
全
国
で
は
二
七
・
○
畳
と
広
い
。

六
畳
ご
と
の
階
級
別
に
み
る
と
、
部
落
で
は
「
十
二
畳
１
十
七
畳
」

が
一
一
一
四
・
七
％
、
「
十
八
１
一
一
十
一
一
一
畳
」
が
二
六
・
○
％
、
「
一
一
十

四
’
一
一
十
九
畳
」
が
一
二
・
四
％
、
「
六
’
十
一
畳
」
が
一
一
一
・
○

％
の
順
と
な
る
。
大
阪
府
で
は
「
十
二
’
十
七
畳
」
が
最
も
多
く
、

次
に
多
い
の
は
「
六
１
十
一
畳
」
で
、
第
一
一
一
位
が
「
十
八
１
二
十
一
一
一

畳
」
で
あ
り
、
全
国
で
は
、
「
十
二
’
十
七
畳
」
「
十
八
１
一
一
十
一
一
一

住
宅
の
居
住
密
度
を
、
世
帯

一
人
あ
た
り
の
居
住
室
の
平
均

畳
数
で
あ
ら
わ
す
と
、
部
落
は

大
阪
府
と
同
じ
く
六
・
五
畳
と

な
り
、
全
国
は
七
・
八
畳
で
あ

る
。
（
図
９
）

部
落
に
お
い
て
、
「
三
畳
未

満
」
「
十
畳
以
上
」
、
そ
の
間

を
一
畳
ご
と
の
階
級
別
に
一
人

あ
た
り
の
畳
数
の
構
成
比
を
み

畳
」
「
六
１
十
一
畳
」
の
順
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
部
落
で
は
公
共

賃
貸
住
宅
が
六
割
近
く
を
占
め
て
、
民
間
借
家
が
一
割
余
り
し
か
な

い
の
に
対
し
、
他
で
は
、
最
も
平
均
規
模
の
狭
い
民
間
借
家
が
、
大

阪
府
で
一
一
一
六
・
一
八
％
、
全
国
で
一
一
五
・
六
％
、
次
風
で
狭
い
公
共
賃

貸
住
宅
が
そ
れ
ぞ
れ
一
二
・
五
％
、
七
・
四
％
を
占
め
、
著
し
く
そ

の
構
成
比
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
が
住
宅
規
模
の
差
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
て
い
ろ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
三
十
畳
以
上
」
は
部
落
で
は

一
四
・
○
％
で
最
も
少
な
く
、
大
阪
府
が
二
○
・
二
％
、
全
国
が
一
一
一

七
・
｜
％
で
広
い
、
住
宅
は
部
落
に
少
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
図
８
）
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世帯あたりの平均畳数の比較図７

ろ
と
、
「
十
畳
以
上
」
が

二
五
・
五
％
と
最
も
多

く
、
次
い
で
「
四
・
○
１

四
・
九
畳
」
が
一
四
・
○

％
、
「
五
・
○
ｌ
五
・
九

畳
」
が
一
二
・
八
％
、

「
六
・
○
１
六
・
九
畳
」

が
一
一
一
・
一
％
、
「
三
・

○
’
’
一
一
・
九
畳
」
が
二

・
一
一
％
、
と
な
り
、
三
畳

未
満
と
七
・
八
・
九
畳
台

が
四
’
七
％
で
少
な
く
な

っ
て
い
ろ
。
（
図
扣
）

20.7畳部落

21.1畳大阪府

27.0量全国
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1２ １３大阪部落実態調査（中間） 報告

居
住
水
準
と
は
、
各
世
帯
が
良
好
な
生
活
を
営
む
た
め
必
要
と
さ

れ
る
居
住
室
の
広
さ
に
つ
い
て
の
基
準
で
、
国
で
は
一
九
八
五
年
ま

で
に
す
べ
て
の
世
帯
が
こ
の
水
準
の
う
ち
、
最
低
居
住
水
準
を
確
保

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ろ
。

こ
の
最
低
居
住
水
準
未
満
の
世
帯
を
み
る
と
、
図
川
の
通
り
部
落

が
一
一
二
・
五
％
で
、
大
阪
府
が
一
一
四
・
一
％
、
全
国
が
一
四
・
八
％

で
あ
る
。
世
帯
人
員
別
に
み
ろ
と
こ
の
傾
向
は
、
三
人
以
上
の
世
帯

で
同
じ
で
あ
る
が
、
六
人
世
帯
及
び
七
人
以
上
の
世
帯
で
は
、
そ
の

差
は
大
き
く
な
っ
て
い
ろ
。
一
人
世
帯
及
び
二
人
世
帯
で
は
部
落
の

方
が
大
阪
府
よ
り
も
最
低
居
住
水
準
未
満
世
帯
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
。
多
人
数
世
帯
の
狭
さ
の
解
決
が
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
に
つ
い
て
、
困
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
ろ

と
、
部
落
で
は
「
設
備
が
不
充
分
」
が
二
六
・
一
一
一
％
で
最
も
多
く
、

次
い
で
「
狭
い
」
が
二
六
・
一
％
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
府

で
は
「
狭
い
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
設
備
が
不
充
分
」
と
な
る

が
、
そ
の
差
は
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
、
部
落
の
公
営
住
宅
が
狭
さ

と
と
も
に
、
風
呂
な
ど
の
不
備
が
大
き
く
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

他
の
困
窮
理
由
に
つ
い
て
は
、
部

落
と
大
阪
府
に
そ
う
大
き
な
差
異
は

見
ら
れ
な
い
。
た
だ
設
問
内
容
に
も

よ
る
が
、
部
落
で
は
「
老
人
や
障
害

者
む
け
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う

不
満
が
七
・
六
％
あ
る
の
に
対
し
、

大
阪
府
で
は
、
遊
び
場
や
緑
地
、
公

園
へ
の
不
満
が
あ
り
、
ま
だ
公
共
施

設
整
備
が
部
落
よ
り
遅
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
ろ
。
（
図
枢
）

し
か
し
、
住
宅
へ
の
困
窮
度
は
、

部
落
が
最
も
高
く
、
逆
に
困
っ
て
い

な
い
世
帯
に
つ
い
て
み
る
と
、
部
落

で
二
四
・
七
％
、
大
阪
府
が
五
四
・

五
％
で
、
特
に
部
落
に
少
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

⑤
居
住
水
準

⑥
住
宅
の
困
窮
理
由

図１２住宅の困窮理由〔ＭＡ.〕

(部落）

便所、風呂、台所な
どの設備が不充分

狭〈て困っている

古くて、いたんでいる

庭がたい、庭か狭い

力、ハエ、ネズミな
どが多い

騒音かひどい

湿気か多く、水はけ
が悪い

日当りや風通しが悪
い

う乏人や障害者むけに
たっていない

プライバシーかたも
てたい

家賃か高い

通勤・通学に不便

立ち退きを求められ
ている

他の世帯と同居して
いる

その他

別に困っていない

不明

（大阪府）※

住宅が狭い

設備が不充分

庭がたい又は狭い

建物がいたんでいる

衛生条件が悪い

公害がある

プライバシーか守れ
たい

家賃か高い

遊び場がない

建てこんでいる

買物に不便

運動・通学に不便

緑地・公園か遠い

病院に遠い

風紀か悪い

その他

困っていたい

Ｆ
一

２６３％ 

２６．１ 
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1４ １５大坂部落実態調査（中間）報告

部
落
の
ふ
だ
ん
の
月
に
お
け
る
一
世
帯
あ
た
り
の
平
均
生
活
費

は
、
一
六
。
四
万
円
（
一
人
当
り
五
万
円
）
で
あ
る
。
府
全
体
の
一

世
帯
あ
た
り
の
平
均
生
活
費
（
消
費
支
出
）
は
、
最
近
（
八
一
一
年
九

月
）
の
大
阪
府
家
計
調
査
結
果
で
み
る
と
一
一
四
・
七
万
円
二
人
当

り
六
・
七
万
円
）
で
あ
り
、
部
落
の
平
均
生
活
費
は
府
全
体
の
平
均

よ
り
も
低
い
と
い
え
る
。
（
表
７
）

こ
れ
は
、
差
別
の
結
果
、
生
活
を
き
り
ち
ぢ
め
て
い
る
あ
ら
わ
れ

部
落
の
各
世
帯
に
お
け
る
生
計
費
の
源
泉
を
み
ろ
と
、
世
帯
主
。

配
偶
者
な
ど
の
「
仕
事
に
よ
る
収
入
」
に
依
存
し
て
い
る
世
帯
が
最

も
多
い
。
ま
た
、
「
年
金
・
恩
給
な
ど
」
及
び
「
生
活
保
護
」
を
う

け
て
い
る
世
帯
が
、
そ
れ
ぞ
れ
四
、
六
二
世
帯
、
三
、
七
一
九
世

帯
と
多
い
の
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
、
部
落
解
放
運
動
の
反
映
と
し
て

「
そ
の
他
（
奨
学
金
、
生
活
三
対
策
一
時
金
、
訓
練
手
当
等
の
個
人

給
付
な
ど
）
」
を
受
け
て
い
る
世
帯
が
約
六
、
○
○
世
帯
と
多
い
の

が
特
徴
と
い
え
る
。
（
表
４
）
（
た
だ
し
、
表
２
で
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
「
年
金
・
恩
給
な
ど
」
は
生
計
費
の
主
な
源
泉
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
）

こ
れ
を
府
の
平
均
二
九
八
○
年
国
勢
調
査
結
果
）
と
比
較
す
る

と
表
４
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
府
平
均
に
比
べ
部
落
の
方

は
、
「
仕
事
に
よ
る
収
入
が
主
な
世
帯
」
の
割
合
が
低
く
、
「
生
活

保
護
」
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

は
、
’
’
六
七
。
一
一
一
万
円
で
あ
る
。
一
人
当
り
の
平
均
収
入
は
八
○
・

六
万
円
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
府
全
体
の
一
世
帯
当
り
の
平
均

収
入
は
一
一
一
八
○
万
円
、
一
人
当
り
の
平
均
収
入
は
一
○
一
一
一
万
円
で
あ

る
（
大
阪
府
家
計
調
査
Ｉ
勤
労
者
世
帯
の
み
認
八
一
年
、
可
処
分
所

得
）
。

両
者
は
調
査
方
法
、
調
査
時
点
が
異
な
り
直
接
比
較
は
で
き
な
い

が
、
部
落
の
方
が
府
平
均
を
下
回
り
、
七
○
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
し
か
も
、
部
落
解
放
運
動
の
成
果
で
あ
る
同
和
対
策
に
も
と

づ
く
個
人
給
付
を
含
め
て
も
七
○
％
程
度
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
（
表
６
）

年
収
の
分
布
を
百
万
円
区
分
で
み
る
と
、
一
○
○
万
円
、
二
○
○

万
円
台
が
一
番
多
く
、
典
型
的
な
所
得
分
布
を
示
し
て
い
る
が
、
百

万
円
未
満
世
帯
の
割
合
が
大
き
い
の
が
目
だ
つ
。
（
図
旧
）
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②
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生計費の源泉（部落）表１

表６世帯年収（部落） 図1３ 年収分布（部落）
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表２府平均との比較

－■■ 

１２３４５６７８９１ 

，.灘灘鰯竪蝋弱
清瀦召寵召召召

収入区分 世帯数 割合％

1． 
世帯主・世帯主の配隅者
などの仕事による収入

28,796 111.2 

2．家族からの仕送りや贈与 929 3.6 

3．年金・恩給など 4.411 17.0 

4．生活保渡 3,683 1４．２ 

5． 
その他（個人給付、貯金
の引き出し、不明含む）

6,606 25.5 

回答：＋（複数回答） 44.425 171.5 

世帯計 25.900 

１．４９万円以下３．０ ７８０ 

２ ５０～９９万円 1０５ ２．７２０ 

３ １００～１４９万円 １２２ ３ Z６５ 

４ １５０～１９９万円 １２．０ ３ 1１７ 

５ ２００～２４９万円 1４．６ ３ ７７９ 

６ ２５０～２９９万円 １０．６ ２ ７４９ 

７ ３００～３４９万円 9.7 ２ ５２１ 

８ ３５０～３９９万円 6５ １ ６９０ 

９ 慈００～４４９万円 4.9 １ ２５７ 

1０ ４５０～４９９万F］ 3２ ８２２ 

1１ ５００～５４９万円 2.8 ７２２ 

1２ ５５０～５９９万円 1５ ３９４ 

1３ ６００～６９９万円 2.3 ５８４ 

1４ ７００～７９９万円 1.０ ２５６ 

1５ ８００万円ら人上 1.6 ４０７ 

1６ 不明 3.6 ９３７ 

(計） １００．０ ２５，９００ 

国調の収入区分
府全体

(80年国調）
部落

1． 
仕事による収入が主
な世帯

88.4 
％ 78.2 

％ 

2．仕送りが主な世帯 ２．６ エ.１

3． 
年金・恩給が主な世
帯

5.0 ６．６ 

4．生活保誕が主な世帯 1.1 1３．１ 

5．その他 2.9 1.0 

計 100.0 100.0 

（１世帯あたり平均孚反） ２６７３万=］ 土．

(世帝貝1人あたり平均年､Z） 80.6万円 .＊ 



１７大坂部落実態調査（中間）報告 1６ 

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
住
宅
家
賃
や
保
育
料
な
ど
の
教

育
費
が
同
和
対
策
と
し
て
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
ろ
と
い
う
部
落
解
放

運
動
の
成
果
の
反
映
で
も
あ
る
。

消
費
の
分
布
を
五
万
円
区
分
で
み
ろ
と
、
一
○
’
一
五
万
円
台
が

一
番
多
く
、
全
世
帯
の
一
一
三
・
一
一
％
を
占
め
て
お
り
、
次
い
で
、
一
一

○
１
一
一
五
万
円
台
が
一
一
四
・
一
％
と
多
く
な
っ
て
い
ろ
。
（
図
Ｍ
）

四
納
税
状
況

納
税
状
況
に
つ
い
て
、
住
民
税
で
は
、
非
課
税
が
全
体
（
被
扶
養

親
族
を
除
く
一
一
一
五
、
一
五
八
人
）
の
一
三
・
一
一
一
％
、
均
等
割
が
一
七

二
一
％
、
所
得
割
が
五
一
・
六
％
、
不
明
が
一
五
・
七
％
で
あ
る
。

所
得
税
で
は
非
課
税
が
全
体
（
被
扶
養
親
族
を
除
く
三
五
、
四
一
五

人
）
の
一
八
・
○
％
、
課
税
が
六
一
一
・
四
％
、
不
明
が
一
七
。
四
％

で
あ
る
。
（
表
８
）

世
帯
で
調
査
し
て
い
な
い
の
で
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
七

五
年
調
査
と
比
べ
て
も
非
課
税
の
占
め
る
比
率
の
高
さ
が
推
察
さ
れ

る
。
（
表
９
）

ま
た
、
不
明
の
割
合
も
大
き
く
、
生
活
保
護
受
給
者
が
こ
の
中
に

か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
世
帯
の
収

入
源
調
査
で
は
一
一
一
、
六
八
三
世
帯
が
生
活
保
護
を
収
入
源
と
回
答
し

て
い
る
の
に
、
非
課
税
の
う
ち
の
生
保
受
給
者
は
七
八
九
名
し
か
な

い
。

表91975年の部落と全国の納説状況 表８納税状況（1982年部落）

２３２３９ １００ １００ 

２７９３ 生活保護

３０４６ 

住民税
均等割

５１９１ 

住民税

所得割
1２２０９ 

表１０就労・不就労の状況（1982．部落） 部
落
の
場
合
、
働
い
て
い
る
の
は
五
七
・
六
％
、
働
い
て
い
な
い

の
は
三
九
・
七
％
で
あ
る
（
表
扣
）
大
阪
府
平
均
で
は
調
査
時
点
の

ズ
レ
（
部
落
一
九
八
二
年
一
○
月
、
大
阪
一
九
七
九
年
）
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
有
業
者
五
八
・
○
％
、
無
職
者
四
二
・
○
％
で
、

部
落
と
大
阪
の
一
般
地
区
で
は
、
就
労
の
中
味
を
別
に
す
れ
ば
、
ほ

⑪
就
労
の
有
無

五
、
就

労

図１４月額生活費（５万円区分）表７月額生活費の分布（部落）

９
０
、§f柔構造基本調査報告による。

Ⅱ 
表１１就労・不就労の状況（1979.大胴

Ｉ 

釦
釦
囚
０ |Ｉ L」 =」

月

不
明

釦
万
円
以
上

顔
ｌ
西
方
円

、
ｌ
室
万
円

頑
’
四
万
円

、
１
泊
万
円

５
１
９
万
円

５
万
円
未
満

６２３７Ⅱ 

部落

世帯数 割合鰯

全国

割合㈲

総数 ２３．２３９ １００ １００ 

生活保護 ２．７９３ １２．０ 8.2 

住民税
非課税

3．０４６ １３．１ １２．３ 

住民税
均等割

5．１９１ ２２．４ ２５．６ 

住民税
所得割

１２，２０９ ５２．５ ５３．９ 

人数 割合鰯

総数 ３３．１５８ １００ 

生活保護 ７８９ 2.2 
(注）

住民税
非課税

4．６８０ １３．３ 

住民税
均等割 6，０３０ １７．２ 

住民税
所得割 １８.エ４５ ５１．６ 

その他
不明

5．５１４ １５．７ 

(注）

大阪（７９＝昭５４）

影 人数（守ラヘ）

有業者 ５８．０ 3．６６８ 

無業者 ４２．０ 2．６５８ 

計 ユ００．０ 6３２６ 

１．２万円台雀たはそれEX下 0.4 ９１ 

２ 3万円台 0８ ２１６ 

３ 1５ ３９５ 

４ 5万円台 3３ ８５７ 

Ｐ閂】 ６万円台 3J0 ７８８ 

６ 3ユ ８０３ 

７ 8万円台 3.9 1.021 

８ ９万円台 ２ ５ ６６０ 

９ １０～11万円台 １０ ４ ２ ６８２ 

10．エ２～１３万円台 ８ ９ ２ ３１７ 

1１ １４～１５万円台 １２ ９ ３ ３４４ 

1２ １６～１７万円台 ７ ９ ２ ０３５ 

1３ １８～１９万円台 ６ ４ 1 ６５２ 

1４ ２０～２１万円台 １４ ７ ３ ７９５ 

1５ ２２～２３万円台 4３ １ １２１ 

1６ ２４～２５万円台 5ユ １ ３１７ 

1７ ２６～２７万円台 1.6 ４１２ 

】し８ ２８～２９万円台 1５ ３９９ 

1９ ３０万円台以上 ５．６ 1.４３９ 

2０ 不明 2.1 ５５６ 

(計） １００．０ ２５．９００ 

（１世帯あたり平均室舌3Ｒ） 16.4万=］ ＊ 

(世篭員１人あたり平均生活費） 5.0フヂ］ ＊ 

部落（８２．１０）

形 人数

働いている
（勘ハている計〕

1.毎日続けて伍力v､ていろ

ａとｇどき働いている

3.働きながら学校に行っている

５７．６ 

Ｓａ１ 

7２ 

0.4 

３５．９５３ 

３１．２５７ 

4．４６６ 

２３０ 

4.勘v､ての左v、 ３９．７ ２４．７３３ 

5.不明 ２７ 1．６８５ 

(計） １０００ ６２．３７１ 



1８ 
１９大坂部落実態調査（中間）報告

と
ん
ど
差
が
な
い
（
表
Ⅲ
）
。

ま
た
、
働
い
て
い
る
状
況
（
有
業
者
の
状
況
）
を
（
表
枢
、
渦
）

で
み
る
と
、
部
落
で
は
「
１
、
毎
日
続
け
て
働
い
て
い
ろ
」
の
は
八

六
・
九
％
で
、
大
阪
府
平
均
で
仕
事
が
主
な
者
が
八
七
・
二
％
と
ほ

と
ん
ど
差
は
な
い
。
部
落
の
「
２
、
と
き
ど
き
働
い
て
い
る
」
二
一

・
四
％
と
大
阪
の
仕
事
が
従
江
者
三
一
・
八
％
と
対
比
し
て
も
差
は

な
い
。
「
３
、
働
き
な
が
ら
学
校
に
行
っ
て
い
る
」
○
・
四
％
は
、

大
阪
の
「
通
学
が
主
な
者
」
○
・
七
％
二
九
七
九
調
査
○
・
七
一

％
、
一
九
七
七
調
査
○
・
五
一
一
％
、
一
九
七
四
調
査
○
・
五
一
％
と

表１２働いている状況（1982．部落）
表側就労形態

咄Ｚ（７９=召

人数(二Iﾗ人）

７３５２６４０９７８０２８６３ 

５３５1９２４８６６３２４３３ 

２６９２８４６エ７０

表１３有業者の状況（1979・大阪）
U災

１７６２６４７１７３ 

１５９５７３４1３６５００ 

７４２６７７５０１８５ 

。Ｆ浜左と@つ低［員

８４３０１８６４２３３ 

１６５６９１９７１ 

０６２３０１２ 

１０００３５９５３１０００３６６９ 
就労構造基本調査報告による。

増
加
傾
向
）
と
比
べ
僅
差
で
あ
る
が
少
な
い
。

②
就
労
形
態
（
表
側
）

部
落
の
場
合
、
被
傭
者
計
の
全
体
は
七
三
・
五
％
と
府
平
均
の
七

八
・
○
％
よ
り
低
い
。
ま
た
常
用
雇
用
は
五
一
一
一
・
五
％
で
一
般
の
六

六
・
一
一
一
％
よ
り
一
一
一
・
八
％
も
低
く
な
っ
て
お
り
、
一
般
水
準
に
達

し
て
な
い
。
臨
時
雇
、
日
雇
、
失
対
就
労
者
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
不
安
定
就
労
は
一
八
二
％
で
、
府
平
均
の
臨
時
雇

（
四
・
六
％
）
、
日
雇
等
（
一
一
・
四
）
の
合
計
七
。
○
％
に
対
し
一
一

・
六
倍
も
高
く
、
部
落
労
働
者
の
不
安
定
な
就
労
実
態
を
示
し
て
い

ろ
と
言
え
る
。

ま
た
、
会
社
・
団
体
な
ど
の
役
員
は
一
・
七
％
に
過
ぎ
ず
、
府
平

均
の
四
・
七
％
の
約
三
分
の
一
で
、
職
場
内
の
地
位
が
低
い
。

自
営
業
主
は
部
落
一
五
・
九
％
に
対
し
、
府
平
均
は
一
一
一
一
。
六
％

と
部
落
が
二
・
三
％
高
く
な
っ
て
い
る
。

部
落
の
場
合
は
（
表
打
）
の
通
り
、
官
公
庁
へ
の
就
業
が
一
九
・

八
％
と
多
い
の
は
、
仕
事
保
障
の
た
め
に
地
方
公
務
員
（
現
業
職
が

中
心
）
へ
の
就
職
を
闘
い
と
っ
た
結
果
で
あ
る
。

表１５賃金形態（1982.部落）

り
、
今
回
の
月
給
（
五
四
・
四
％
）
、
週
給
（
○
・
一
％
）
の
合
計

は
五
四
・
五
％
と
な
り
、
前
回
よ
り
一
二
・
九
％
高
く
な
っ
て
お
り

一
定
の
改
善
が
み
ら
れ
る
が
、
他
方
、
今
回
の
時
間
給
（
一
一
一
・
三

％
）
、
日
給
（
一
一
・
○
％
）
の
計
が
一
一
一
一
一
・
三
％
を
占
め
、
パ
ー

ト
労
働
者
が
著
し
く
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。
前

回
の
日
給
（
九
・
三
％
）
と
請
負
制
（
七
・
一
一
％
）
の
計
一
六
・
五

％
と
対
比
す
る
と
六
・
五
％
も
高
く
、
不
安
定
な
賃
金
形
態
は
依
然

と
し
て
解
消
さ
れ
て
な
い
。
（
表
相
）

今
回
の
調
査
で
は
、
月
給
が
五
四
・
四
％
と
過
半
数
を
占
め
、
次

に
日
給
月
給
（
’
九
・
九
％
）
、
時
間
給
（
一
一
一
・
一
一
一
％
）
、
日
給

（
二
・
○
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
（
表
相
）

今
回
と
前
回
（
七
三
年
）
を
対
比
す
れ
ば
、
賃
金
形
態
の
調
査
項

目
に
若
干
差
異
が
あ
る
が
、
前
回
は
月
給
週
給
で
四
一
・
六
％
で
あ

四
職
場
の
従
業
員
数

３
賃
金
形
態

藩（７３＝昭４８）

人数

９３１４９３ 

表１６賃金形態（1973．部落）

］
幻
Ｉ
‐
円
Ｊ
１
・

■
幻
守

馴

部落（８２．１０）

形 人数

１．，毎日続けて働いてv､ろ ８６．９ ３ユ２５７

2．ときどき働いてv､ろ ユ２．４ 4．４６６ 

3．働き左がら学校に行っている ０．６ ２３０ 

（計） 1００．０ ３５．９５３ 

部落（８２．１０）

形 人数

大阪（７９＝召５４）

形 人数(二iﾗ人）

会社・団体．

個人・官公庁

など匝雇われ

てのろ

（被傭者計）

1．常雇

2．臨時雇

３．日属

4．失対就労者

5．パートタイム

6．アルペイト

7．会社･団体などの役員

７３５ 

５３．５ 

2６ 

3.5 

0.3 

8.2 

3.5 

1.7 

２６．４０９ 

1９．２４８ 

９２８ 

1２６５ 

１２２ 

2．９４６ 

1．２７４ 

６２６ 

７８．０ 

６６．３ 

4.6 

2.4 

4.7 

2．８６３ 

2，４３３ 

1７０ 

８７ 

１７３ 

個場Ｊく工主粧卦麟営経・と自人主な
（自営業主計）

8．雇v､人あり

9．雇v､人なし

１５．９ 

7.4 

８５ 

5，７３４ 

2，６７７ 

3J0５７ 

１３．６ 

5.0 

8.6 

５００ 

１８５ 

３１５ 

10．自家営業の手伝い 8.4 3．０１８ ６．４ ２３３ 

11．家庭で内職（賃仕事）をしている 1.6 ５６９ 1.9 ７１ 

12．不明 0.6 牢３ ０．１ ２ 

（計） １００．０ ３５，９５３ １００．０ 3．６６９ 

大阪（７９＝昭５４）

影 人数（弔人）

仕事が主な者 ８７２ 3．２００ 

仕事は従左者

家事が主左者

通学が主左者

家事・通学以外が主な者

1２．８ 

ユ１．６

０．７ 

０．５ 

４６８ 

４２５ 

２６ 

1８ 

計 １００．０ 3．６６８ 

部落（７３＝昭４８）

％ 人数

日給 ９．３ 1．４９３ 

曰給・月給 ３８．５ 6,211 

月給週給 ４１．６ 6．７０７ 

請負制 7.2 1.163 

その他 2.3 ３７１ 

不明 ｴユ 1６９ 

（計） １００．０ １６ユ１４

部落（８２．１０）

影 人数

１．時間給 １２．３ 3２４７ 

２．日給 １１．０ ２．９１０ 

３．週絵 0.1 ３８ 

４日給月給 １９．９ 5．２４６ 

５．月絵 ５４．４ １４．３７５ 

6．その他 1.７ ４４９ 

7．不明 ０．５ １４４ 

（計） ユ００．０ ２６．４０９ 
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2０ ２１大仮部落実態調査（中間）報告

し
か
し
な
が
ら
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
’
１
四
人
（
三
一
・
七

％
）
、
五
１
九
人
（
一
四
・
一
％
）
、
一
○
１
一
一
九
人
（
一
九
・
一
一

％
）
と
一
一
一
○
人
未
満
へ
の
就
業
は
四
六
。
○
％
も
占
め
約
過
半
数

で
、
一
一
一
○
人
１
四
九
人
（
八
・
六
％
）
の
五
○
人
未
満
規
模
を
含
め

ろ
と
五
四
・
六
％
も
小
零
細
企
業
に
就
業
し
、
企
業
規
模
か
ら
み
ろ

と
不
安
定
な
就
業
実
態
と
い
え
る
。

一
方
、
一
一
一
○
○
人
以
上
の
民
間
企
業
へ
は
六
・
二
％
し
か
就
職
し

て
な
い
。
中
堅
企
業
・
大
企
業
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
実
態
を
示
し

が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

表
相
の
通
り
、
前
回
の
部
落
労
働
実
態
調
査
（
七
三
年
）
と
今
回

調
査
と
を
対
比
す
れ
ば
、
’
’
四
人
で
一
・
一
一
一
％
減
、
五
１
一
一
八
人

で
一
一
・
｜
％
増
、
一
一
一
○
’
九
九
人
は
一
一
・
五
％
減
、
’
○
○
、
し
一
一
九

表１９職場の従業員数

(73年部落労働実態調査との比較）
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Ⅶ
叙
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表１７職場の従業者数

て
い
ろ
。

表
佃
で
は
、
部
落
の
五
○
人
未
満
規
模
へ
の
就
業
は
五
四
・
六

％
、
全
国
が
四
一
・
○
％
と
一
三
・
六
％
も
多
く
、
と
く
に
一
、
し
四

人
、
五
１
一
一
九
人
に
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。

一
○
○
人
以
上
三
○
○
人
未
満
の
規
模
で
は
部
落
は
一
一
一
。
六
％
も

低
く
、
一
一
一
○
○
人
以
上
（
官
公
庁
を
含
む
）
の
職
場
で
は
一
三
・
五

％
も
低
く
、
明
ら
か
に
中
堅
・
大
企
業
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と

今
回
の
調
査
で
判
明
し
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
保
険
の
健
康

保
険
。
厚
生
年
金
・
雇
用
保
険
・
労
災
保
険
の
加
入
状
況
は
、
健
康

保
険
の
加
入
が
一
番
高
く
（
六
六
・
九
％
）
、
雇
用
保
険
の
加
入
が

低
い
（
四
七
二
％
）
こ
と
で
あ
る
（
表
加
）

意
外
な
の
は
、
労
災
保
険
が
五
四
二
％
と
低
い
こ
と
で
、
社
会

保
険
さ
え
な
い
企
業
に
働
か
ざ
る
を
得
な
い
実
態
が
浮
き
ほ
り
に
さ

れ
て
い
る
。

退
職
金
制
度
、
有
給
休
暇
が
あ
る
の
は
約
五
割
で
、
生
運
休
暇
の

あ
る
の
は
三
七
・
五
％
と
低
く
、
女
子
労
働
者
が
冷
遇
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。

な
お
、
表
８
に
示
す
と
お
り
、
官
公
庁
へ
の
就
業
が
一
九
・
八
％

も
あ
る
の
に
社
会
保
障
が
部
落
労
働
者
全
体
で
は
極
め
て
不
十
分
で

あ
る
こ
と
が
判
る
。

前
回
（
七
三
年
調
査
）
と
対
比
す
る
と
、
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

を
除
い
て
低
下
し
て
お
り
、
部
落
労
働
者
が
巌
し
い
現
実
に
直
面
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
労
働
組
合
の
あ
る
の
は
三
七
・
一
％
で
前

回
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

九
人
で
一
一
。
六
％
減
、
三
○
○
人
以
上
で
一
一
一
・
○
％
増
と
な
っ
て
お

り
、
や
や
改
善
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

旧
職
場
の
社
会
保
障
制
度

表１８職場の従業者数（全国との比較）

部落(73－昭48）

％ 人数

部落(82.10）

％ 人数(千人）

1～４人 1４．０ 2.253 1２．７ 3.352 

５～２９ 31.2 5.018 33.3 8.807 

３０～４９ 8.9 1.437 8.6 2.262 

５０～９９ 9.5 1.535 7.3 1.925 

１００～２９９ 9.7 1.565 7.1 1.865 

３００人以上 23.0 3.701 26.0 6.865 

不明 ３．３ 528 5.0 1.333 

自宅就業 ０．４ 6１ 

(計） 100.0 16.098 100.0 26.409 

部落（８２．１０）

形 人数

1.1～４人 １２．７ 3，３５２ 

２．５～９ １４.ユ 3．７３０ 

３．１０～２９ １９２ 5.077 

４．３０～４９ 8.6 2．２６２ 

５．５０～９９ 7.3 1．９２５ 

６．１００～２９９ 7.1 1．８６５ 

７．３００～４９９ 2２ ５８６ 

８．５００～９９９ 1.5 ３８４ 

９．１０００人以上 2.5 ６７０ 

１０．官公庁(公社・公団等を含む） １９．８ 5．２２５ 

ｎ．不明 5.0 1．３３３ 

(計） １００．０ ２６．４０９ 

部落（８２．１０）

形 人数

全国（７９二＄目５⑪

形 人政（千人）

１～４人 １２ブ 3．３５２ ８．４ 3２２３ 

５～２９ ３３．３ 8．８０７ ２６．０ エ0．２７６

３０～４９ 8.5 2．２６２ ６．６ 2．６１４ 

５０～9９ 7３ 1．９２５ 8.6 3．４１４ 

100～２９９ 7ユ 1β６５ １０．７ 4．２３１ 

３００人以上 ２６．０ 6．８６５ ３９．５ １５．６３３ 

不明 5.0 1．３３３ ０．１ ３９ 

（計） １０００ ２６．４０９ １００．０ ３９．５３０ 
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2２ 
２３大坂部落実態調査（中間）報告

部
落
の
有
業
者
（
労
働
者
、
自
営
業
者
、
家
内
労
働
者
等
）
の
年

収
（
手
取
り
）
は
平
均
一
九
二
万
五
千
円
で
一
○
○
１
一
四
九
万
円

台
（
’
六
・
四
％
）
、
’
五
○
’
一
九
九
万
円
台
（
’
五
・
○
％
）

二
○
○
’
一
一
四
九
万
円
（
一
四
・
九
％
）
、
五
○
１
九
九
万
円
台

（
二
・
二
％
）
に
集
中
し
、
年
収
は
極
め
て
低
い
（
表
皿
）
。

表
閉
で
部
落
と
大
阪
と
対
比
し
た
場
合
（
手
取
り
と
税
込
の
差
、

さ
ら
に
は
年
度
の
差
を
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
）
部
落
で
は
一
○

○
１
一
四
九
万
円
台
（
一
六
・
四
％
）
が
多
い
の
に
対
し
、
大
阪
で

は
一
一
○
○
１
二
四
九
万
円
台
（
一
五
・
五
％
）
が
最
も
多
い
。

す
な
わ
ち
部
落
と
大
阪
を
対
比
す
る
と
、
所
得
の
低
い
層
は
部
落

に
多
く
、
高
い
層
は
大
阪
に
多
い
。
部
落
差
別
の
結
果
が
所
得
か
ら

も
歴
然
と
し
て
現
わ
れ
て
い
ろ
と
言
え
ろ
。

年
収
が
二
○
○
万
円
未
満
は
部
落
で
は
五
二
・
四
％
と
過
半
数
を

占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
生
活
保
護
基
準
所
得
（
年
間
）
一
一
○
○
万
円

と
同
一
な
い
し
そ
れ
以
下
で
あ
る
。

大
阪
府
一
級
地
（
大
阪
市
内
中
心
）
の
一
九
八
二
年
度
生
活
保

護
基
準
所
得
は
、
夫
６
妻
（
と
も
に
一
一
○
’
四
○
歳
）
子
供
一
一
人

（
中
・
小
学
生
）
で
月
間
一
六
六
、
六
九
○
円
（
年
間
一
一
、
○
○

○
、
’
’
八
○
円
…
住
宅
扶
助
を
除
く
）

喫
茶
店
等
の
勤
務
が
多
い
こ
と
も
反
映
し
て
い
ろ
と
み
ら
れ
ろ
。

、
年

収

表２０部落労働者の社会保険の状況（「有るとの回答」）

部落（73＝昭48）は『被差別部落労働者の現状分析一大阪府下被差別部落のぱあい－』（部落解放
研究所行政部門労働部会）

⑥
就
労
内
容

①
七
三
年
部
落
労
働
実
態
調
査
と
の
対
比

今
回
調
査
と
前
回
調
査
の
対
比
で
み
ろ
と
、
増
加
し
た
主
な
職

業
は
、
「
専
門
的
・
技
術
的
、
管
理
的
職
業
従
事
者
」
「
販
売
従

事
者
」
「
保
安
職
業
従
事
者
」
で
あ
り
、
特
に
専
門
職
の
増
加
が

著
し
い
。

減
少
し
た
主
な
職
業
は
、
事
務
従
事
者
、
技
能
工
・
生
産
工
程

従
事
者
、
単
純
労
働
者
で
あ
る
。
専
門
的
・
技
術
的
・
管
理
的
職

業
従
事
者
が
増
え
た
の
は
部
落
出
身
の
保
母
や
教
師
さ
ら
に
は
看

護
婦
等
が
ふ
え
た
こ
と
、
更
に
は
支
部
の
役
員
や
相
談
員
を
専
従

的
に
や
っ
て
い
る
人
を
こ
れ
に
含
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
ろ
。

全
体
か
ら
み
る
と
、
今
回
の
調
査
で
は
主
な
職
業
の
従
事
者
が

平
均
化
し
て
き
て
い
ろ
。

②
全
国
と
の
対
比

、
部
落
と
全
国
（
七
九
年
調
査
）
と
比
較
す
る
と
、
専
門
職
、
事

務
職
は
部
落
の
場
合
低
い
。
と
く
に
事
務
職
で
は
半
減
し
て
い
ろ
。

逆
に
単
純
労
働
者
で
は
部
落
で
は
高
く
、
部
落
差
別
に
よ
る
格
差

が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
現
れ
て
い
る
。
な
お
、
サ
ー
ビ
ス

業
に
つ
い
て
は
部
落
が
高
い
こ
と
は
委
託
訓
練
（
理
・
美
容
、
調

理
）
と
地
域
事
情
（
茨
木
市
の
キ
ャ
デ
ー
等
）
の
関
係
も
あ
る
が
、

表２１部落労働者職業構成と全国雇用者の職業構成

７
Ⅲ
》
＃
化
斜
渕
聯
蒋
区
州
繍
所
在
鱗
溌
刺
一
群
蝋
燭
慨
撹
刃
測
厩
剣
型
劇
つ
矧
封
や
噺
＃
‐
側
忌
ｙ
５
ｉ
；
ｊ
ふ
「
ｄ
刊
←
（
灯
・
心
鮓
ぃ
．
Ｔ
一
一
Ｊ
》
：
訓
十
．
議
了
、
’
や
盈

凸
ザ

]・部蒋(73＝昭48)は調査対象者全員(雁用者)における柵成

2.全倒は就蝋柵造雄本調査報告(雇用者）

部落（８２．１０）

笏 人数

部落（７３＝昭４８）

形 人数

1．健康保険（日雇健保を含む） ６６．９ １７．６７８ ６４．７ 

2．厚生年金 ６２．１ １６，３９８ ５５．５ 

3．雇用保険（船員保険を含む） 、『上ｏ【ＪＲ幻詮兵ｒ ,１幾号目、 ５３．５ 

4．労災保険 ５４ユ １４，２８８ ５５．９ 

5．退職金 ５０．６ １３，３６５ ５６．０ 

6．有給休程 ５３．２ １４，０６１ ５４．６ 

7．生理休暇 ３７．５ 9．９１５ 

8．賞写（夏期・年末手当等） ６９．５ 

9．労働組合 ３７ユ 9．７８８ ３７．０ 

10．いずれも左ｖ》 1９．８ 5，２４０ 

11．不明 6.3 1６６５ 

（回答計） ４６０ユ １２１，５１８ 

(回答合計） １００．０ ２６，４０９ 

￣ 

鞍・菜

部落（８２．１０）

＄ 人散

部落（７３＝lB：８）

形 人数

全国（７４ヨB49）

形 人2k(毛/Ｕ

全国(７９＝6854）

形 ｿ<:h(〒ｿ０

Ｌ専門的､技術的､符瑚的賎業従鯲者(鰯;鵲騨会11没） １１．３ 4.077 3.9 ６３８ １４．１ 5．０９５ エ５．６ 6．１４９ 

2.事務従癖者（一般＄勝所宅傍貝､集金人公患上保険可fi労貝など） １０．６ 3．８２０ １４．７ 2３７０ ２３．１ 8．３４８ ２２．４ ８．８１８ 

3．販売淀＄者（賑ﾌﾞ距霊Ｌ賑うB外交貝、保険外交風など） 1０．６ 3．８０８ 6.1 ９７７ １０．３ 3．７２７ 11.s ４．６５８ 

４曝林､狐案作乗者(溌鴎造【留師､京苔飼育人優藁者） Ｌ８ ６４５ ０．４ ６９ 1.6 ５８６ 1.１ ４２４ 

S・採鉱､採石作藁者（接gZ夫､土砂採取夫など） ０．１ ｓｏ ０．０ 1６ ０．２ ８１ Oユ ５１ 

6．運輸､通信従gZ者 (鍵蓋壗騒Y綴蕊i圖窓.-ﾝ連） 5.8 2.073 ７．６ 1．２３８ 6.3 2０２９２ 5.9 ２．３０８ 

7.技能工､生産工程淀柔員(鯉謡(藍hjS譲畠工･愛） ２１．０ 7．５５２ ３１．８ 5ユエエ ３２．８ 】１．８５２ ３０．７ エ２．１１６

ａ単純労働者（藷腰人､願繍負､土木作爽貝･満繍権） １３．６ 4．８８８ １９．７ 3.151 3８ 1.３５５ 3.9 1．５３０ 

9．保円岳職業従求老（寺病、ガート･マン､監視人など） 1.1 ３８８ ０３ ４７ 1.6 ５７８ 1.5 ６０ｓ 

１０．サーヒ゛ス駐乗従蛎者（ 総天与蕊與ろ魏蝋食 ） １２．０ 4．３２５ 5.4 ８６６ 6.1 ２ユ69 6.9 2．７３４ 

１１．その他 9.3 3３２６ 0.2 ２７ 0.0 ２２ 0.0 ４９ 

１２．木明 ２．８ lｐＯ１ 9.9 1．６０４ 

（：＋） １００．０ ３５．９５３ １００．０ １６.エエ４ 1００．０ ３５ユ０５ １００．０ ３９．４４２ 
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１ 
盤
な
お
、
大
阪
の
年
収
一
一
○
○
万
円
以
下
が
四
三
・
五
％
あ
る
こ
と

は
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
若
年
層
が
多
く
い

２５大坂部落実態需査（中間）報告

有業者の年収（手取り）表2２ろ
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
が
。

部
落
の
場
合
、
仮
り
に
有
業
者
を
勤
労
者
と
見
な
し
て
大
阪
な
り

全
国
と
比
べ
る
と
、
大
阪
の
手
取
り
年
収
を
税
込
み
年
収
三
六
六
万

就
職
希
望
は
表
四
の
通
り
、
働
き
た
い
人
（
一
三
・
六
％
）
、
働

き
た
い
が
働
け
な
い
事
情
が
あ
る
人
（
四
○
・
○
％
）
、
と
く
に
働

き
た
い
と
思
わ
な
い
人
（
一
一
一
一
・
二
％
）
、
在
学
中
（
’
八
・
一
一
一

％
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
仕
事
保
障
の
対
象
と
な
る
の
は
（
職
業

部
落
の
場
合
、
有
業
者
（
労
働
者
、
自
営
業
者
、
家
内
労
働
者
な

ど
現
在
働
い
て
い
る
人
）
の
う
ち
、
「
こ
の
ま
ま
つ
づ
け
た
い
人
」

が
大
多
数
（
七
八
・
六
％
）
で
、
大
阪
の
七
九
・
七
％
よ
り
低
く
な

っ
て
い
ろ
。
ま
た
「
や
め
て
転
職
（
転
業
）
し
た
い
人
」
は
一
四
・

四
％
で
、
大
阪
の
一
一
・
一
％
と
対
比
す
る
と
三
・
一
一
一
％
高
い
。
こ

れ
は
部
落
の
有
業
者
が
不
安
定
な
就
業
に
従
事
し
て
い
る
結
果
か
ら

と
推
定
し
得
る
。

「
仕
事
そ
の
も
の
を
や
め
た
い
」
の
は
一
・
九
％
で
、
大
阪
の
休

止
希
望
者
二
。
七
％
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
部
落
の
場
合
と
大
阪

の
場
合
で
は
、
調
査
項
目
に
若
干
違
い
が
あ
り
、
ま
た
部
落
で
は

「
不
明
」
が
か
な
り
あ
る
の
で
解
釈
に
は
注
意
を
要
す
る
。

・
七
％
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
）
し
か
な
く
、
大

阪
の
勤
労
者
並
の
年
収
が
あ
る
の
は
一
五
％
も
な
い
極
め
て
低
い
収

入
実
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
表
凹
）

側
就
職
希
望

⑧
転
職
希
望
（
表
弱
、
肥
）

４０３５ 

｣ 

３２９３ 

２４６１ 

表２３有業者の年収対比（部落手取り、大阪税込）

円
の
一
○
％
税
引
で
三
一
一
一
○
万
円
と
推
計
す
る
と
、
そ
れ
に
見
合
う

の
は
一
四
・
八
％
（
表
皿
の
⑦
ｌ
⑰
ま
で
。
但
し
、
⑬
の
不
明
が
八

訓
練
、
技
能
習
得
な
ど
を
含
め
て
）
働
き
た
い
人
三
、
’
一
一
七
六
名
と

働
き
た
い
が
働
け
な
い
事
情
が
あ
る
人
の
う
ち
、
表
珊
の
「
５
、
適

当
な
仕
事
が
み
つ
か
ら
な
い
人
」
と
、
「
６
、
資
格
技
能
が
な
い

人
」
で
あ
る
。

但
し
、
表
肥
は
複
数
回
答
（
○
マ
ル
は
い
く
つ
で
も
）
に
な
っ
て

い
る
が
、
適
当
な
仕
事
が
み
つ
か
ら
な
い
人
は
、
そ
の
ま
ま
計
上

し
、
資
格
技
能
が
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
回
答
者
計
に
一
応

表241981年（昭和56年）平均現金給与総額（全国・大阪）

Ｅ三三
’目６１

形人数

一３５３８
－４０３５ 

５Ｒｇ３ 

ｊ
’
０
 

９０９６ 

２４１】６０４ＤＵ－９Ｇ 

○大阪毎月勤労統計調査地方調査年報(1982)(大阪府企画部統

○大阪毎月勤労統計調査地方調査年報(1982）

（大阪府企画部統計課）

○全国労働統計要覧(労働大臣官房統計情報部）
・部落は有業者で勤労者以外も含むが表14の大阪は勤労者の

み(対象の相違）

・表14全国は５～29人、３０人以上であるが、部落は規模に関
係なし。

・賞与等は部落も大阪、全国も含む。
・部落は手取り、大阪、全国は税金、社会保険料等を差引か

ない税込。

“
擬
餅
凋
勲
櫛
胤
鰯
偲
徽
嚇
倣
馴
鄭
梱
鰍
鰯
．
ｒ
侭
吋
蛍
『
蒋
認
篭
》
…
《
ふ
：
図
Ⅷ
『
…
〉
補
劃

も
Ｐ
Ｕ
－
１

大阪は就案構造基本調査譲告にエろ。

就業構造基本調査報告では、本業以外の所得を含めてない。

税込み額

部落は手取り額、大阪は税込のため部落と対比する場合１０形程度差引く必要があ

る。

表１３の部落は就業構造基本調査報告の所得ランクに合せた。

Ｃ
Ｏ
ｏ
 

部落（８２．１０）

影 人数

Z、５０万円未満 9８ 3.538 

２．５０～９９万円台 １１．２ 4.035 

３．１００～１４９〃 １６．４ 5′８８３ 

４．エ５０～１９９〃 １５０ 5３８５ 

５．２００～２４９〃 １４．９ 5．３０２ 

６．２５０～２９９〃 9２ 3．２９３ 

７．３００～３４９〃 ６８ 2４６１ 

８．３５０～３９９〃 3.4 1２１６ 

９．４００～４４９〃 1-7 ６０６ 

１０．４５０～４９９〃 OＢ ２８２ 

１１．５００～５４９” 0.7 ２４１ 

１２．５５０～５９９〃 0.3 １１１ 

１３．６００～６４９〃 ０．４ １３１ 

１４．６５０～６９９〃 Oユ ２９ 

１５．７００～７４９〃 0-1 ４６ 

１６．７５０～７９９” 0.0 １６ 

１７．８００万円ら上 ０．５ 1８４ 

１８．不明 8.7 3．１２４ 

（計） １００．０ ３５，９５３ 

（平均年]､Z額） １９２万5千F］

部落（８２．１０）

形 人数

大阪（７９=昭５４）

形 人数(千，人）

１５０万円未満 9.8 ３．５３８ 5.6 １９３ 

２５０～９９万円台 １１２ ４，０３５ 9.3 ３１９ 

３１００～１４９〃 １６．４ ５，８８３ １３．６ ４６７ 

４１５０～ス９９〃 １５０ 5，３８５ １５．０ ５１４ 

５２００～２４９〃 １４．９ 5．３０２ １５．５ ５３２ 

６２５０～２９９〃 9２ 3．２９３ １２８ ４４エ

7～８３００－３９９〃 １０．２ 3．６７７ 1３．９ ４７６ 

9～1０４００～４９９〃 2.5 ８８８ 7２ ２４７ 

１１～1４５００～６９９〃 1.4 ５１２ 4.3 ユ４９

１５～１７７００万円以上 ０．７ ２４６ 2.6 ９ユ

1８所得不明 8.7 3ユ２４ ０．２ ６ 

計 １００．０ ３５．９５３ １００J０ 3．４３５ 

規礪別 月間 年間

大阪 全体 ３０５．２８６座１ ３．６６３．４ａ２厘１

全国
３０人以上

5～２９人

２７９．０９６ 

２００．９６７ 

3．３４９．１５２ 

2．４１１．６０４ 
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換
算
し
直
し
て
み
ろ
と
、
資
格
や
技
能
が
な
い
一
一
一
五
二
名
は
一
一
六
七

名
と
な
る
。

（
博
）
輯
易
く
回
鏑
型
・
〉
〈
回
鵡
雌
型
ｖ

ｍＰ画宅逸呂Ⅱ］Ｐ四毛》〆ｈ・馴化馳珊冊Ⅱ』雪曲
従
っ
て
、
今
す
ぐ
に
仕
事
保
障
（
職
業
訓
練
、
技
能
習
得
な
ど
を

表２５就業希望意識（1982．部落）表２７働<意志・能力の状況

調
理
・
理
容
関
係

一
一
一
・
二
％

保
健
医
療
関
係

五
・
五
％

商
業
・
和
洋
裁
関
係

一
・
五
％

そ
の
他

三
・
四
％

圧
倒
的
に
多
い
の
が
自
動
車
関
係
（
三
五
・
四
％
）
で
就
業
と
密

接
な
関
係
を
持
ち
、
技
能
習
得
事
業
の
行
政
施
策
が
反
映
し
た
結
果

と
み
ら
れ
る
。

１４４５１６０ 

１９６７５ 

５２１８６５ 

エ0００３５９５３表2８働けない理由

(1979・大阪）表2６

け
内
４

守
り

就業構造基本調査報告(総理府統計局)による(1979年地域編1）

含
め
て
）
の
対
象
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
下
に
示
す
五
、

○
五
一
八
名
で
あ
る
。

働
き
た
い
人
（
表
四
）
一
一
一
、
’
一
一
七
六
名

適
当
な
仕
事
が
み
つ
か
ら
な
い
人
（
表
湖
）

五
、
○
五
八
名

一
、
四
一
五
名

資
格
・
技
能
が
な
い
人
二
六
七
名
（
表
羽
）

な
お
表
幻
「
働
け
な
い
理
由
」
他
で
、
複
数
項
目
の
回
答
が
あ
る

た
め
留
意
を
要
す
る
が
、
健
康
が
す
ぐ
れ
な
い
（
四
八
・
六
％
）
、

高
齢
で
あ
る
（
三
六
・
四
％
）
、
家
事
・
育
児
が
忙
し
い
（
一
九
・

｜
％
）
が
最
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
人
は
健
康
の
回
復
、
家
事
・
育
児

問
題
の
解
決
に
よ
り
就
業
が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
更
に
高
齢

者
の
働
く
場
が
あ
れ
ば
就
業
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ろ
。

⑩
滝
資
格
・
免
許

今
回
の
調
査
対
象
は
辿
歳
以
上
で
労
働
者
だ
け
で
な
く
幅
広
い
層

に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
資
格
・
免
許
の
所
有
状
況
を
み
ろ
と
表
朗
の

通
り
総
数
（
六
一
一
、
一
一
一
○
三
人
）
の
う
ち
四
一
・
七
％
の
人
が
資
格

・
免
許
を
所
有
し
て
い
る
。
（
内
訳
は
次
の
通
り
）

自
動
車
関
係

三
五
・
四
％

工
業
関
係

二
・
四
％

経
理
法
務
関
係

○
・
一
％

教
育
関
係

一
・
五
％

保
健
医
療
（
五
・
五
％
）
、
調
理
鎮
理
美
容
（
一
一
一
・
二
％
）
、
工

業
（
二
・
四
％
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

前
回
調
査
（
労
働
者
の
み
を
対
象
）
で
も
自
動
車
関
係
が
一
番
多

く
、
調
査
対
象
者
の
五
六
・
五
％
を
占
め
て
お
り
、
労
働
者
の
場
合

は
今
回
（
八
二
・
一
○
）
の
一
一
一
五
・
四
％
よ
り
も
高
い
率
を
占
め
て

お
り
、
仕
事
と
免
許
・
資
格
の
関
連
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ろ
。

（
表
別
）

し
か
し
な
が
ら
、
資
格
・
免
許
取
得
で
高
学
歴
を
必
要
と
す
る
も

の
が
極
め
て
少
な
い
の
は
、
部
落
の
教
育
の
機
会
均
等
保
障
と
重
要

な
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑪
資
格
・
免
許
の
活
用
状
況

被
傭
者
数
は
、
就
労
形
態
、
賃
金
形
態
、
職
場
の
従
業
者
数
か
ら

み
ろ
と
二
六
、
四
○
九
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
表
四
で
は
一
一
五
、
九

四
八
人
が
回
答
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
免
許
・
資
格
を
活
用
し
た
仕

事
に
つ
い
て
い
る
の
が
四
六
・
五
％
で
、
つ
い
て
い
な
い
の
が
四
八

・
九
％
と
お
よ
そ
半
分
に
な
っ
て
い
ろ
。

こ
れ
は
、
免
許
・
資
格
を
取
得
し
て
も
仕
事
に
十
分
活
か
し
切
れ

て
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
何
故
そ
う
な
の
か
検
討
を
要
す
る
課

題
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
、
免
許
の
七
三
・
七
％
が
自
動
車
関
係
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

形 人数

1．働皀企v、 １３．６ ３．３７６ 

2．勘皀允のが、働けない事情がある ４０．０ 9．８９７ 

3．とくに働さたv､とは恩bわ左の ２２．２ 5．４９２ 

4．在学中である １８３ 4．５２６ 

5．不明 5.8 1．４４２ 

（計） １００．０ ２４．７３３ 

部落（８２．１０）

形 人数

1．この堂室つづけたい ７８．６ ２８２５３ 

Z．やめて転職（転業）したい １４．４ 5．１６０ 

3．仕事そのものをやめたv、 1.9 ６７５ 

4．不明 5.2 1．８６５ 

（計） １００．０ ３５．９５３ 

形 人数

1．、健康がす〈､れない ４８．６ 7．４８３ 

2．高給である ３６．４ 5．５９９ 

3．老人や病人の世話のため 4.0 ６２１ 

4．家事・育児が忙しい １９．１ ２．９４１ 

5．適当左仕事がみつから左v、 9.2 1.４１５ 

6．資格や技能が莚の 2.3 ３５２ 

7．家族が反対する 1.８ ２７８ 

8．働皀士ぐなｖ､から ユ.３ ２０３ 

9．働く必要がないから 4.7 ７１６ 

ｴ0．その他 ３．２ ４９０ 

11．木明 1.0 １６エ

（回答計） １３エ.６ ２０２５９ 

（回答者'計） １００．０ エ５．３８９

大阪（７９＝昭５４）

％ 人数ＦＦ人）

継続希望者 ７９．７ 2．９２３ 

加就鞍希望者 6.5 ２３９ 

転職希望者 １１．１ ４０６ 

休止希望者 2.7 １００ 

計 １００．０ 3．６６８ 
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表２９資格・免許の所有状況

表３０労働者の所有する免許・資格の内容（部落） 忍
綴
翻
醗
斡
徽
鋼
珊
瑚
鷺
演

綱

卸
麹
留
甑
噸
緯
鰯
劉
潟
、
・
認
凋
割
鐡
州
則
輔
〉
働
藪
印
。
郁

一
Ｌ
ｃ
一
‐
］
『
６
『
‐
△
宮
｜
▲
｜

▲
ｒ
‐
へ
。
‐

(1)自動車関係 普通、大型大特、自二、小特、原付、大型

二、普通=、大型二、けん引二、自動車整
備工

ガス工事、電気工事、水道工事、ボイラー
熔接

労務経理士、司法博士、会計士、税理士
調理士、理容士、美容士

学校教員、保母

薬剤士、医師、助産婦、栄養士、看護婦、
保健婦、整骨士

洋裁師範、和裁師範、お茶師範、お花師範
琴・三味線師範、唄舞踊師範
珠算、不動産取引

(2)工事関係

５９０ １
１
１
１
 

３
４
５
６
 

１
１
１
Ｉ
 

国家試験

職人免許

教員免許

医療保健関係

！ 
輿

(7)私的免許

(8)経理・商取引

■
‐
ヴ
Ｔ
‐
‐
■
←
Ｐ
▲

鴬
『
翻
墳
蕊
灘
割
為
纐
劃
剥
灘
》
一
鷺
一
一
尾
一
一
脅
鴻
域
鞠
潮
の
却
踊
『
罰
｛
…
…
篭
…
期
葡
・
…
》
’
一
き
う
＃
薊
：

表３１資格・免許の活用状況（部落）、

５．４ 

１００．０ 

(注）表29経理法務関係のうち、１２.弁護士の人数29はチニック中。

部落（８２．１０）

形 人数

（免許・合格所有者計） 41.６ ２５．９４８ 

自動車関係

1． 

２． 

３． 

４． 

5． 

6． 

普通

大型

普通二種

大型二種

特殊（'j､特、大特、けん引など）

自動車整備工

（計）

３３．７ 

４．４ 

1２ 

0.5 

1.4 

OＡ 

３５．４ 

21.004 

２．７７２ 

７６２ 

３２６ 

９０１ 

２７０ 

２２．０６２ 

工業関係

７． 

8． 

9． 

ガス・電気・水道エ事

ボイラー

地質

(計）

1.3 

0.4 

1.2 

2.4 

７８５ 

２２５ 

７２２ 

1．４８２ 

経理法務関係

10. 

11. 

12. 

13. 

会計士・経理士

税理士

弁護士

司法書士

(計）

0.1 

0.0 

００ 

０．０ 

０．１ 

３２ 

２７ 

２９ 

ユユ

９３ 

教育関係

14. 

15. 

保母

学校教員

(計）

０．６ 

０９ 

1.5 

３７２ 

５９０ 

９１５ 

調理・理美

容関係

1６． 

17. 

18. 

調理師

栄養士

理容・美容師

（計）

2.5 

Ｏユ

０．６ 

3２ 

1．５５７ 

９０ 

３９９ 

2.010 

保健医療関係

19. 

２０． 

、．

22. 

23. 

24. 

薬剤師

医師

助産蝿

看護蝿

保健蝿

ヘリ・キュウ・マッサージ・整骨師

（計）

0.1 

0.1 

０．０ 

0.3 

0.1 

0.1 

０．７ 

３９ 

３４ 

２４ 

１８５ 

８９ 

７６ 

４２４ 

商業・和洋

裁関係

25. 

26. 

27. 

珠算・簿記１級以上

洋裁・和裁師範

電話交換手

(計）

０．８ 

0.4 

０．３ 

1.5 

５２５ 

２６６ 

１７７ 

９４１ 

その他
28. 

29. 

不動産取引

その他

0.0 

3.2 

９ 

２．０１５ 

30.もっていない ５３．０ ３３．０５６ 

31.不明 5.4 3．３６７ 

(計） １００．０ ６２．３７１ 

人数 形 所有率(金警冗〉
自動車関係のもの 9．１００ ８０．３ ５６．５ 

工事関係のもの ７０６ 6.2 4.4 

国家試験を必要とするもの ５７ 0.5 0.4 

職人的免許 ３５５ 3Ｄ 2２ 

教員免許 １５６ 1.4 ０．９ 

医療保健関係のもの ８８ ０．８ ０．５ 

私的免許 ３３０ 2.9 2.1 

経理・商取引に関するもの １６６ 1５ ]L､0 

その他の免許 ３９１ 3.5 2.4 

合計 1１．３２９ エ00.0 ￣■ 

部落（８２ユＯ）

％ 人数

１．ついていろ ４６．５ 1２，０５３ 

２．ついてぃ云い ４８．９ １２，６７６ 

3．不明 ４．７ 1,219 

(計） １００．０ ２５，９４８ 
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金
二
％
）
と
大
き
な
格
差
が

あ
り
、
同
時
に
、
共
済
年
金

の
比
較
で
も
、
大
阪
の
五
分

況状
の
一
弱
と
低
く
な
っ
て
お
付
給

り
、
前
述
の
加
入
者
の
状
況

の

以
上
に
大
き
な
格
差
を
一
示
し

ム
エ
年

て
お
り
、
老
人
を
は
じ
め
母

３
 

３
 

子
・
障
害
者
の
劣
悪
さ
を
一
不

表

し
て
い
る
ｐ
（
表
粥
）

年
金
受
給
者
の
種
類
別
の
割
合
で
は
、
福
祉
年
金
四
一
一
一
％
、
拠
出

年
金
一
一
一
一
一
一
％
、
厚
生
年
金
一
一
一
一
％
、
共
済
年
金
一
一
％
と
、
給
付
額
の

低
い
制
度
ほ
ど
多
数
を
占
め
て
お
り
、
年
金
の
保
障
が
低
い
部
落
の

実
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
ろ
。

大
阪
府
と
の
比
較
で
は
、
老
齢
年
金
を
例
に
と
れ
ば
、
大
阪
府
の

場
合
、
①
拠
出
制
年
金
（
一
一
一
○
・
六
％
）
、
②
厚
生
年
金
（
’
’
’
○
・

四
％
）
、
③
福
祉
年
金
（
’
’
七
・
四
％
）
、
④
共
済
年
金
（
二
・

六
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
部
落
の
、
①
福
祉
年
金
（
四
一
一
一
％
）
、
②

拠
出
制
年
金
（
一
一
一
一
一
一
％
）
、
③
厚
生
年
金
（
一
一
一
一
％
）
、
④
共
済
年

加
入
対
象
で
、
実
に
四
割
弱

が
未
加
入
者
と
な
っ
て
い

ろ
。
国
民
皆
年
金
と
い
わ
れ

て
二
○
年
以
上
が
た
っ
た
今

日
な
お
、
こ
の
よ
う
な
深
刻

な
状
況
に
あ
る
。
今
後
、
細

部
の
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
こ
の
四
割
の
う
ち
三
五

歳
以
上
の
者
は
、
現
行
制
度

で
は
無
年
金
者
と
な
り
、
老

後
に
大
き
な
問
題
を
残
す
こ

と
に
な
る
（
表
躯
）
。

最
も
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
無
年
金
者
の
状
況
が
あ
る
。
不
明

を
除
く
人
口
比
で
は
、
一
一
一
一
・
三
％
で
あ
る
が
、
要
年
金
加
入
者

（
加
入
者
と
要
加
入
者
の
合
計
）
の
一
三
・
五
％
が
未
加
入
で
、
さ

ら
に
、
制
度
的
に
は
公
的
年
金
非
加
入
者
は
、
ほ
と
ん
ど
国
民
年
金

六
、
社
会
保
障

γ
 

⑩
年
金
の
加
入
状
況

②
年
金
の
給
付
状
況

表３２年金の加入状況（1982．部落）

、
式

日
■

－
■
■
■
 

缶
■
■

冒
十

L】

注：「大阪府｣はl979fIHのNil:以生労務'１M穴報告による。 ※率は不明を除く

。

受
給
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
ろ
（
表
孤
）
。

現
行
年
金
制
の
最
低
額
で
あ
る

老
齢
福
祉
年
金
が
年
二
八
・
八
万

円
（
障
害
四
三
・
一
一
万
円
、
母
子
Ｊ

一
一
一
七
・
四
万
円
）
で
あ
る
こ
と
を
雛

見
た
時
、
金
額
面
で
も
低
劣
な
状
２
８
 

況
に
あ
る
。

９
 

く １
 

ま
た
、
平
均
給
付
が
四
一
一
・
八
況

万
円
で
あ
り
、
生
活
保
護
基
準
で
鰍額

の
老
人
の
一
人
暮
し
（
七
○
歳
・

金

女
）
の
平
均
が
月
約
七
万
円
、
｜

年

年
間
八
四
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
釧表

と
比
べ
ろ
と
、
部
落
の
場
合
は
、

そ
の
半
分
と
い
う
額
に
な
っ
て
お

り
、
年
金
の
み
で
の
生
活
が
可
能

ま
た
種
類
別
の
加
入
状
況
を
み
る
時
、
共
済
年
金
加
入
者
が
全
国

一
○
・
一
％
に
比
し
て
、
’
四
・
九
％
と
上
ま
わ
っ
て
お
り
、
仕
事

保
障
の
闘
い
の
成
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
と

し
て
は
、
国
民
年
金
へ

（、年、月）（剛鮒細湘學鮒始り）
の
依
存
率
（
加
入
者
十
余
‐
ｊ
部
落

一
般
（
全
国
）

し
て
は
、
国
民
年
金
へ

の
依
存
率
（
加
入
者
十

要
加
入
者
）
が
六
○
％

に
達
し
て
お
り
、
全
国

の
四
七
・
四
％
を
大
き

く
上
ま
わ
っ
て
お
り
、

部
落
全
体
の
仕
事
保
障

が
課
題
と
な
っ
て
い

ろ
。
（
図
朽
）

③
年
金
額
の
状
況

前
述
の
給
付
の
養
況
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
給
付
率
の
低
い
国
民

年
金
（
そ
の
中
で
も
低
い
福
祉
年
金
の
率
が
高
い
）
の
占
め
る
率
が

高
い
こ
と
の
反
映
と
し
て
受
給
額
も
低
く
な
っ
て
い
ろ
。
年
金
の
年

間
平
均
額
は
四
一
一
・
一
八
万
円
に
す
ぎ
な
い
。
特
に
三
○
万
円
以
下

（
四
一
一
・
八
％
）
、
一
一
一
○
’
一
一
一
九
万
円
（
’
九
・
九
％
）
に
六
割
以
上

が
集
中
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
金
額
が
高
く
な
る
に
し
た
が
い

船員年金
０．１％ 

（26人）
図１５公的年金の加入状況

Ｐ
‐
凶
ｑ

ｒ
り
じ

、

船員年金
０．４％ 

(211千人）

種別 人貝 率 種別 人員 率

総数 82.765人 公企体 213人 0.3％ 

加入(計） 3５．７０５ 45.6％ 地公 4.772 ６．１ 

国民年金 1７．３７６ 2２．２ 私
qCP 

字 6４ ０．１ 

被雇用(計） 1８．３２９ 2３．４ 農林業 3１ ０ 

厚 と』＝ ,９６８ 1６．６ 夫加入(計） 4２．５７３ 5４．４ 

船員 2６ ０ 制度知らきい 1０，３７３ 1３．３ 

共済(計） 5.335 6.8 未成,年等 ３２ユ5８ ４１．１ 

国公 255 ０．３ 不明 4,487 

大阪府 部 蒲

拠Ｈｌ 30.6％ 33.0％ 

厚生 30.4％ 22.0％ 

福祉 27.4％ 43.0％ 

共済 11.6％ 2.0％ 

国民48.7％

年金（17,316人）

厚生年金36.3％

(12.968人）

共済年金
１４．９％ 

(5.335人）
ＱＢ 

ｌ 
Ｉ１ １ 

０、Ｉ
金ｉｉＩｉ 人【ｊ／率 金械 人f｣／ 命 00 人１１／率

3()ﾌﾉ|リ未満
3.243 

4２．８ 
6０－６９ 

337 

４．４ 
110～1２９ 

265 

３．４ 

3０～３９ 
１．５０３ 

1９．９ 
7０～７９ 

304 

4.0 
１３０－１.#， 

166 

２．２ 

4０～４９ 
587 

7.8 
8０～８９ 

232 

3.1 
1507ｊ｢ﾘ以上

203 

2.7 

5０～５９ 
403 

5.3 
９０～】

329 

４．３ 
総計

７，５７１ 

100％ 

国民年金47.4％

(27851千人）

厚生年金42.1％

(24714千人）

共済年金
10.1％ 

(5950千人）
８ 

、Ｕ
Ｏ●曰

／ 
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な
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

四
生
活
保
護
の
状
況

調
査
対
象
人
口
（
八
一
一
、
七
六
五
名
か
ら
不
明
の
一
四
、
六
三
七

名
を
さ
し
ひ
い
た
六
八
、
一
二
九
名
）
に
対
し
、
被
保
護
人
口
は

七
、
一
五
九
名
で
、
受
給
率
一
○
・
五
％
で
あ
る
が
、
大
阪
府
総
人

口
に
対
す
る
被
保
護
人
口
の
割
合
は
一
・
五
五
％
（
大
阪
一
九
八

○
）
で
あ
り
、
部
落
の
受
給
率
は
六
・
八
倍
に
の
ぼ
っ
て
い
ろ
。

次
に
保
護
受
給
期
間
に
つ
い
て
、
長
期
化
の
傾
向
が
顕
著
で
あ

る
。
生
活
保
護
が
本
来
、
自
立
助
長
を
目
的
と
し
、
生
活
の
困
窮
、

急
迫
に
際
し
必
要
な
保
護
を
行
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
保

護
世
帯
に
お
い
て
は
、
保
護
開
始
に
至
っ
た
要
因
と
し
て
の
失
業
、

疾
病
等
の
問
題
を
克
服
し
、
す
み
や
か
に
自
立
に
至
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
表
閲
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
保
護
受
給

期
間
が
一
○
年
以
上
に
わ
た
る
も
の
が
、
’
二
・
九
％
を
占
め
て
お

り
、
約
二
○
年
以
上
の
者
も
一
八
九
名
（
二
・
六
％
）
に
の
ぼ
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
ほ
ぼ
五
年
以
上
も
加
え
る
と
三
四
・
一
％
と
一
一
一
分

の
一
を
超
え
る
状
態
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
実
態
か
ら
み
ろ
と
、
本
来
年
金
等
社
会
保
障
制
度
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
て

き
た
た
め
、
生
活
保
護
が
部
落
大
衆
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
立
の
た
め
の
就
労
の
機
会
が
保
障
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
推
測
で
き
る
。

慧部
落
の
生
活
保
護
の
受
給
期
間
の
長
期
化
の
傾
向
が
あ
る
こ
と

は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
今
回
の
調
査
に

お
い
て
も
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

表
珊
の
通
り
三
年
未
満
と
そ
れ
以
上
で
み
た
時
、
全
国
に
比
し

て
、
三
年
以
上
の
受
給
が
一
一
一
・
四
％
多
く
、
逆
に
一
一
一
年
未
満
は

三
一
・
四
％
少
な
く
な
っ
て
い
ろ
。

「溺抽鰯
牛Ｊｉｉｌ
'』､

表３６生活保護受給期間別世帯構成比

鑿

Ⅱ
’
｜
’
こ
り
．
声
し
■
■
』
６
ロ
ー
片
■
■
●
・
『
上
一
■
ウ
ニ
ｂ
Ｉ

！ 注：全国は1981年7月 の被保護者全国一斉調査による。
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表３７部落の学歴構成（12才以上） 七
、
教
育
実
態

⑪
学
歴
の
状
況

「
学
歴
」
に
つ
い
て
、
今
回
の
調
査
で
は
、
中
学
在
学
者
を
ふ
く

む
一
二
歳
以
上
を
対
象
に
し
た
が
表
切
の
通
り
、
「
学
校
へ
行
か
な

表３５生活保護の状況

Ｉ 

期間 総計 1年未満 １～３未 ３～５未 ５～10未 １０以上

全国 100％ 1６．８ 2１．９ 1５．５ 2３．６ 22.2 

期間 総計 ３年未満 ３～８未 ８～13未 １３以上

部 藩 100％ 2６．３ 3３．３ 23.1 〕７．３

期間 総計 3年未満 3年以上

全国 100％ 3８．７ 6１．３ 

部落 100％ 26.3 73.7 

項目 人数(人） ％ 小計(%）

夫就学．
未就学（学校に行かなかった）

小学校（１日尋常小学校、含む）中退

1.693 

2,877 

2.5 

4.3 

6.8 

初等教育卒
〃 " 卒業

中学校（旧高等小学校、含む）中退

〃 〃 卒業

高校（１日中学.１日高女､含む）中退

８．７５８ 

1.783 

20,678 

3.229 

1３．０ 

2.7 

30.8 

４．８ 

5１．２ 

中
育等
卒教

卒業”〃

大学・短大（１日高専･大､含む）中退

1３．６３７ 

551 

20.3 

０．８ 

2１．１ 

卒教高
育需 卒業〃” 3,098 4.6 ４．６ 

在学者
中学校

－」－

｢局 校

大学

5.415 

３．６３７ 

１．２４４ 

8.1 

5.4 

1.9 

1５．４ 

不明 610 0.9 0.9 

(計） ６７､２１０ 100.0 100.0 

生活保護を受けている

(受けている計）

１１９５４年（昭和２９年）以前から

２１９５５年～５９年（昭和３０～３４年）から

３１９６０年～６４年（昭和３５～３９年）から

４１９６５年～６９年（昭和４０～４４年）から

５］し９７０年～７４年（昭和４５～４９年）から

６１９７５年～７９年（昭和５０～５４年）から

７１９８０年～８２年（昭和５５～５７年）から

８受けはじめた時期は不明

１００．０ 

1.4 

1.2 

2.5 

７．８ 

２エ.２

３３．９ 

２８．４ 

3.6 

8.6 

0.1 

0.1 

0.2 

0.7 

1.8 

2.9 

2.5 

0.3 

7，１５９ 

１００ 

８９ 

1７７ 

５６２ 

1．５１８ 

２，４２５ 

2,030 

２５８ 

９生活保護を受けていたい ７３．７ ６０，９７０ 

１０不明 １７．７ １４，６３６ 

（計） １００．０ ８２，７６５ 
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表
甜
は
国
民
の
学
歴
構
成
の
年
代
別
比
較
で

あ
る
が
、
こ
れ
と
今
回
の
部
落
の
学
歴
を
比
較

し
た
の
が
図
Ｗ
で
あ
る
。
総
じ
て
部
落
は
低
学

歴
水
準
に
あ
り
、
高
校
卒
や
大
学
・
短
大
卒
業

者
の
比
率
は
二
○
年
前
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
未

就
学
者
の
比
率
で
は
三
○
年
以
上
も
前
の
全
国

平
均
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ろ
。

図1６
か
つ
た
者
」
が
一
、
六
九
一
一
人
、
「
小
学
校
中
退
」
者
が
一
一
、
八
七

七
人
も
あ
り
麹
あ
わ
せ
て
四
、
五
七
○
人
も
の
人
が
義
務
教
育
す
ら

受
け
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
方
、
高
校
（
旧
制
中
学
・
旧
制
女
学
校
。
青
年
学
校
を
ふ
く

む
）
以
上
の
学
歴
の
人
は
一
八
、
五
一
一
一
○
人
で
、
そ
の
内
訳
は
「
高

校
卒
業
」
が
一
一
一
一
、
六
三
七
人
、
「
大
学
・
短
大
中
退
」
五
五
一
人
、

「
大
学
・
短
大
卒
業
」
が
三
、
○
九
八
人
と
な
っ
て
い
ろ
。
又
、
在

学
音
の
村
沢
を
み
ろ
と
、
中
学
生
五
、
四
一
五
人
、
高
校
生
一
一
一
、
六

←
◆
‐
少

学
者
の
内
訳
を
み
る
と
、
中
学
生
五
、
四
一
五
人
、

三
七
人
、
大
学
生
一
、
一
一
四
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
を
一
五
歳
以
上
人
口
の
比
率
に
換
算
し
て
み
ろ
と

表
甜
の
通
り
で
あ
り
、
大
阪
府
や
全
国
平
均
と
比
べ
末
就
学
者
の
多

さ
と
と
も
に
高
等
教
育
（
大
学
・
短
大
）
卒
業
者
の
少
な
さ
が
目
に

つ
く
。

す
な
わ
ち
、
大
阪
府
や
全
国
で
は
、
未
就
学
は
○
・
三
％
で
あ
る

の
に
対
し
、
部
落
の
場
合
は
七
・
四
％
（
小
学
校
中
退
を
含
む
）
に

も
の
ぼ
っ
て
い
ろ
。
逆
に
高
等
教
育
（
大
学
・
短
大
）
卒
は
、
大
阪

府
一
五
・
五
％
に
対
し
、
部
落
は
三
分
の
一
以
下
の
五
・
○
％
に
し

か
す
ぎ
な
い
。

又
、
大
阪
府
で
は
、
高
校
（
中
等
教
育
）
卒
が
学
歴
構
成
比
の
ト

ッ
プ
（
四
三
・
六
％
）
を
占
め
て
い
る
が
、
部
落
の
場
合
は
、
義
務

教
育
（
初
等
教
育
）
卒
が
五
五
・
八
％
で
ト
ッ
プ
で
、
高
校
卒
は
大

阪
府
の
半
分
以
下
の
一
三
・
九
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
（
図
相
）

％
０
 

ｒ
、

2０ 8０ 4０ 00 6０ 

ひも

部落（1982.10）

大阪（1980.10）
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全国（1980.10）

↑錨
未就学者

壗鐵
不川

▲
癖

図１７

国民の学歴構成との比較

（15才以上）

率

1950(昭25）Ｉ 表３８１５才以上人口の学歴構成比較年次別比較

ﾕ960(昭3５

1970(昭45）

1980(昭55）

朱就学初寡卒 中等卒．繭等率

部瀧(1982）

(注）１．１９５０年は「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について
」（中教審答申1971年）による。1960.70.80年は「国勢調査報告」（総理府統計
局）による。

２．高校在学者は「初等教育卒」に、高等教育在学者（大学・短大等）は「中等教育卒
」として扱った。

３．「初等教育卒」には旧制の高等小学校、青年学校修了者もふくむ。

｢火厭府｣･｢全国」のデーター:会、】980年の個幹寓立聴粟;二もとづくもの。
l竝典ら~朱虻李:,l､学校(ID恥常小)`l'退行を｢米“jh』ｌ二・'】､竿１２.`ID学12(!p商専小
G10辺．中学校察．商12(IDI10.11]濁女今１，門年孝)中辿打を｢初専放有２F｣【：、商１２字・
火争、廻大(111間･卵･大)中迅石を｢中等放官卒｣に、大学・短大卒猛者を｢商専肢有本
とした．

麺
①

項目 人数 割合(％） '｣、針 大阪府． 全国

未就学
未就学

'j､学校中退

(人）

1.693 

2.877 

(蝿）

2.7 

4.7 

(％） 

，７．４ 

(％） 

0.3 

(％） 

0.3 

初等教育卒
同率案

中学校中退

同卒業

商校中退

8.758 

1.7田

200678 

3.229 

Ｍ､２ 

2.9 

33.5 

５．２ 

５５．８ 30.3 38.6 

中等教育卒
同率案

大学中退

13.6371 

551 

22.0 

、

０．９ 

22.9 ,４３．６ ,３８．１ 

商尋軟汽卒
同率案 3.098 5.0 5.0 1５．５ 13.7 

学
宕

禰校

大挙

3.637 

1.244 

5.9 

2.0 

，７．９ 10.0 ，９．２ 

不ｌ１ｎ 610 1.0 1．０ 0.3 

計 61.795 100.0 100.0 100.0 100.0 
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今
回
の
調
査
で
は
、
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
は
四
、
四
九
五
、
小
学

生
が
い
る
世
帯
は
六
、
三
七
一
、
中
学
生
が
い
る
世
帯
は
四
、
四
五

○
、
高
校
生
が
い
る
世
帯
は
三
、
四
七
五
、
大
学
生
が
い
る
世
帯
が

九
八
三
、
各
種
専
門
学
校
が
い
る
世
帯
が
四
一
一
一
一
一
と
な
っ
て
い
る
ｐ

こ
の
結
果
を
見
て
も
年
齢
が
さ
が
る
に
従
っ
て
子
ど
も
の
数
が
減
っ

現
在
、
府
下
各
地
で
識
字
学
級
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
へ

の
参
加
者
は
約
「
五
○
○
人
（
’
九
八
○
年
度
府
教
委
調
べ
）
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
識
字
学
級
の
と
り
く
み
強
化
が
求
め
ら

れ
て
い
ろ
。

全
体
の
一
割
以
上
の
人
々
が
文
字
を
う
ば
わ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で

あ
え
い
で
い
る
実
態
こ
そ
、
今
日
の
教
育
の
差
別
実
態
の
深
刻
さ
を

物
語
っ
て
い
る
。
各
種
の
教
育
調
査
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
子

ど
も
を
と
り
ま
く
教
育
環
境
の
中
で
も
、
特
に
親
の
学
歴
や
読
み
書

き
能
力
を
含
め
た
教
育
力
が
、
そ
の
子
ど
も
の
学
力
に
大
き
な
影
響

力
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

に
は
「
少
し
読
め
る
が
、
全
く
書
け
な
い
」
人
が
○
・
三
％
（
一
一
八

，
 

○
人
）
存
在
し
、
あ
わ
せ
て
八
・
’
一
％
（
五
、
一
一
一
一
九
人
）
に
も
の

ぼ
っ
て
い
ろ
。

八
、
教
育
要
求

⑩
保
育
・
教
育
の
世
帯
数
概
要

ｉ
ｉ
卿
剛
蝋
榔
淵
鰯
鯏
蝋
撫
鑓
樹
徽
蠅
徽
蝋
棚
鮒
柵
勘
蔚
胤
側
蝋
卿
＃
ｊ
川
糊
胤
醐
蝋
Ⅲ
潮
胤
判
馴
卿
蝋
＃
…
關
蝋
珊
胤
轍
柳
蝋
澗
矧
胤
翰
側
Ⅲ
胤
瀦
徽
榔
辮
制
櫛
榊
珊
瑚
＃
蝋
對
轍
測
量
渕
噺
憶
身
典

表３９国民の学歴構成（全国）

坐務教目等

可
口
冴

(文部省編「我が国の教育水準（昭和55年版）による」

今
回
の
調
査
で
は
、
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
別
々
に

聞
い
た
が
「
全
く
読
め
な
い
」
が
一
一
、
二
四
七
人
（
’
一
一
・
一
一
一
％
）
、

「
全
く
書
け
な
い
」
が
二
、
九
七
○
人
（
四
・
四
％
）
も
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
を
ク
ロ
ス
し
て
み
ろ
と
、
「
不
自
由
な
く
読
め
、
か
つ
不

自
由
な
く
書
け
る
」
と
答
え
た
人
は
全
体
の
六
七
・
三
％
に
し
か
す

ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
中
に
は
、
中
学
生
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、
ウ

ラ
を
返
せ
ば
、
全
体
の
三
分
の
一
の
人
が
、
何
ら
か
の
形
で
「
読
み

読
き
」
に
不
自
由
し
て
い
る
と
い
う
き
び
し
い
差
別
実
態
が
あ
さ
ら

か
に
な
っ
た
。
内
訳
を
み
る
と
表
如
通
り
「
読
め
な
い
」
人
よ
り

も
、
「
書
け
な
い
」
人
の
方
が
か
な
り
上
回
っ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち

「
読
む
こ
と
に
不
自
由
し
な
い
」
は
七
四
・
九
％
だ
が
、
「
書
く
こ

と
に
不
自
由
し
な
い
」
と
答
え
た
人
は
六
七
・
八
％
に
し
か
す
ぎ
な

い
。全
国
平
均
や
大
阪
府
平
均
の
比
較
で
き
る
資
料
は
な
い
が
、
人
口

の
過
半
数
が
戦
後
生
ま
れ
で
あ
り
、
か
つ
戦
前
か
ら
日
本
は
義
務
教

育
普
及
率
（
卒
業
率
）
が
九
○
％
以
上
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
き
わ
め
て
き
び
し
い
数
字
で
あ
る
。

特
に
「
全
く
読
め
ず
、
全
く
書
け
な
い
」
と
答
え
た
人
が
三
・
一

％
（
二
、
一
○
五
人
）
も
お
り
、
又
、
「
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
し
、

ほ
と
ん
ど
書
け
な
い
」
人
が
四
・
八
％
（
一
一
一
、
○
一
一
一
四
人
）
、
さ
ら

表４０読み書きの力について ②
読
み
書
き
の
力

ｑ
Ｄ
１
ｑ
■
ｒ
ｑ
Ｕ
『

９
？
】

－
‐
Ｉ
 

⑩ 

①、賛IRUのの回審Zr(【]の｢1.全く鉦めない」・｢2.かをなら鏑ぬる｣と｢】・全く香けない」・｢2.かななら悪(+‘｣のれ】
〆災汁。

③質W''○の凹需xKiLlの｢3.漢字も少しは読める｣と｢1.全く香【ﾅない｣のクロス災計。
④武Ｉｕｌ○の回審坂口の｢4.銃Ｃことに不□由しない｣と｢4.書くこと:呈不｢Ｉ由しない｣のグロスｌｌｉｉ;１．
③」:妃の①、②、③．(T'以外のものの鎚救。

区分
15～64歳

人ロ

卒業者の比率

義務教育等 後期中等教育 高等教育

末就学者の

比率

昭和弘年
歳

４４４４４ ２３４５６ －一一一一０５５５５ ２２３４５ 
１ 

１ 

１ 

７ 

， 

， 

万人

801 

974 

756 

485 

961 

％ 

５２５０８ ●●●●● ２８３５９ １２４５６ 
％ 

７６５３２ ●●●●● ４１２４２ ６５４３２ 
％ 

６０８５７ ●●●●● ２０３０７ ２２１１ 
％ 

２２２２４ ●●●●● ０００００ 
質問 風葬 (％） (人）

①どの程度読むことが

できますか

１全く読めない

２かななら読める．

3漢字も少しは読める

4読むことには不自由しない

５不Ｗ］

(小計）

3.3 

5.0 

1４．１ 

74.9 

２．６ 

100.0 

2,247 

3,331 

9,494 

50,370 

1,768 

67,210 

⑤どの程度書くことが

できますか

1全く譜けない

2かななら轡ける

３漢字も少しは轡ける

４書くことには不自由しない

５不明

('j、計）

４．４ 

６．３ 

1８．８ 

67.8 

2.7 

]00.0 

２．９７０ 

4,254 

1２．６１８ 

45,578 

1.790 

6７．２１０ 

Ｏ読み書きの相関関係

(①と＠のクロス）

１全く;縦めない、かつ、全く香けない ① 

2ほとんど銃めない､かつ､ほとんど書けない②

3少し読める、かつ、全く鱒けない ③ 

4不自由なく読める､かつ､不自由なく書ける④

５その他、不明⑤

('j、計）

3.1 

４．８ 

0.3 

67.3 

24.5 

100.0 

2,105 

3,034 

180 

45.204 

16.687 

6７，２１０ 

錘①颪18】】①の凹呑ZIlHの'１.全く認めない｣とi1.全く笹けをL､｣のクロス災ilf。
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図１８保育・教育の世帯数概要

帯
０
 

０
 

世
０
 

５
 

て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
図
相
）

②
保
育
要
求

五
歳
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
は
、
四
、
四
九
五
世
帯
で
、
全

体
の
一
七
・
四
％
で
あ
る
。
図
相
の
通
り
、
そ
の
中
で
「
部
落
解
放

の
担
い
手
」
を
育
て
よ
う
と
い
う
親
が
、
四
一
八
・
七
％
に
な
っ
て
き

た
の
は
大
き
な
成
果
と
し
て
評
価
で
き
る
。

予
想
以
上
に
、
保
育
設
備
の
充
実
を
求
め
る
声
が
高
い
（
二
一
一
一
・

一
％
）
。
老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
「
病
児
保
育
」
や
「
長
時
間
保
育
」
に
二
割
強
の
人
が

不
満
を
も
っ
て
お
り
、
今
後
こ
の
点
で
の
充
実
が
望
ま
れ
ろ
。

小
学
生
が
い
る
世
帯
は
、
六
、
三
七
一
世
帯
で
、
全
体
の
一
一
四
・

六
％
で
あ
る
。
ま
た
、
中
学
生
が
い
る
世
帯
は
四
、
四
五
○
世
帯

で
、
’
七
・
二
％
で
あ
る
。

篭世６
５
 

８
４
 

６
６
 

４
４
 

③
小
・
中
学
校
に
関
す
る
要
求

図２０小・中学生の保護者の要望・悩み 世帯数

￣ 差別に負け左い人間に育てたい

大学室で進学させたいと,思っている

勉強についていけたいのではと心配

テレビ、マンガ、週刊誌の悪影響を心配

子ども会に親は満足、子どもも参加
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鱒
鮒
学
校
生
か
い
る

大
学
生
か
い
る

高
校
生
か
い
る

中
学
生
か
い
る

小
学
生
か
い
る

乳
幼
児
か
い
る

「
も
っ
と
保
育
所
で
文
字
や
数
字
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
の

が
一
一
二
・
’
一
一
％
も
存
在
し
、
「
小
学
校
低
学
年
で
す
で
に
学
力
に
差

が
．
…
・
・
」
と
い
う
実
態
を
聞
く
に
つ
け
、
今
日
の
受
験
競
争
を
背
景

に
し
た
、
本
音
と
た
て
ま
え
の
ズ
レ
も
う
か
が
わ
れ
ろ
。
今
後
の
対

応
が
も
と
め
ら
れ
ろ
。
（
図
相
）

師
帯

巫
世

「
差
別
に
負
け
な
い
子
に
育
て
た
い
」
五
三
・
五
％
と
半
数
以
上

の
保
護
者
が
願
っ
て
い
ろ
。
こ
の
こ
と
は
、
解
放
教
育
の
成
果
で
あ

る
と
と
も
に
、
差
別
に
ま
け
て
非
行
に
走
っ
た
り
、
自
殺
し
た
り
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
素
朴
な
親
の
願
い
が
表
わ
れ
て
い
ろ

と
い
え
よ
う
。
同
時
に
半
数
以
上
（
五
三
・
○
％
）
が
「
大
学
ま
で

進
学
さ
せ
た
い
」
と
願
っ
て
い
る
。
（
図
加
）

一
方
、
日
々
の
子
育
て
の
不
安
も
大
き
い
。
「
勉
強
に
つ
い
て
い

け
な
い
の
で
は
…
…
」
「
学
力
に
不
安
で
塾
に
行
か
し
て
い
ろ
」

「
親
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
」
「
テ
レ
ビ
が
悪
影
響
な
の
で
は
…

…
」
な
ど
一
一
割
か
ら
三
割
の
人
が
、
家
庭
教
育
の
あ
り
方
に
迷
い
や

不
安
を
も
っ
て
い
る
。

学
校
や
教
師
に
不
満
を
も
っ
て
い
る
人
が
、
一
七
・
六
％
も
あ
る

こ
と
も
注
目
を
要
す
る
。

子
ど
も
会
へ
の
参
加
は
、
不
満
を
持
ち
つ
つ
参
加
さ
せ
て
い
る
人

を
含
め
て
、
全
体
で
一
一
八
・
九
％
、
約
三
割
の
人
が
参
加
さ
せ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

高
校
生
）
予
備
校
生
含
む
）
が
い
る
世
帯
は
、
一
一
一
、
四
七
五
世
帯
で
、

全
体
の
一
一
一
一
・
四
％
で
あ
る
。
大
学
生
の
子
ど
も
が
い
る
と
答
え
た

人
が
三
・
八
％
、
九
八
一
一
一
世
帯
し
か
な
く
、
図
加
で
見
た
よ
う
に
一
一
人

に
一
人
が
大
学
進
学
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
造

四
高
校
・
大
学
・
専
修
学
校
・
各
種
学
校
に
関
す
る
要
求

図１９保育の要望・悩み

差別に負けをい人間に育てたい

保育所の設備を充実して任しい

「病児保育」にとりくんでほしい

保育所で文字や雫を教えて臆しい
テレビの悪影響を心配

三コ三

1.０３９ 

1．０３６ 

1.002 

９９４ 
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学
は
今
も
な
お
非
常
に
厳
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ろ
。
（
国
別
）

一
方
、
各
種
学
校
、
専
修
学
校
に
一
・
七
％
、
四
一
一
三
世
帯
の
人

が
行
か
せ
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
高
校
・
大
学
へ
の
進

学
が
阻
ま
れ
た
生
徒
の
、
安
易
な
進
路
先
が
、
専
修
学
校
等
に
な
っ

就
職
・
職
場
で
の
差
別
が
一
一
・
五
％
、
社
交
の
場
で
の
差
別
が
三

・
七
％
、
そ
の
他
の
差
別
が
八
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
な
し
」
と
「
不
明
」
を
除
い
た
差
別
体
験
や
見
聞
し
た

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
ろ
。

図２２部落差別の体験と直接的見聞経験

（12歳以上人口） 図２１嵩・大専門学校生の保護者の要望・悩み

差別に負けたい人間に育てたい

大学も卒業してほしいと思う

高学薮で生活が圧迫されて困る

「友の会」に参加するエう働きかけている

高校を卒業したら早く仕事についてほしい

２，３４８ 

世帯

６６ 手似

自区周辺

卜の結婚

鱈の
結婚

〆ての

ﾛ落差別

就職

職場内

●ロ

白
鷺

家族や

結婚に
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こ
こ
で
も
「
差
別
に
負
け
な
い
子
に
育
て
た
い
」
が
半
数
存
在

し
、
ま
た
、
約
三
割
（
一
一
八
％
）
の
親
が
、
高
友
・
大
友
へ
の
参
加

を
進
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
後
、
一
層
「
友
の

会
」
活
動
の
充
実
が
望
ま
れ
る
。

進
路
の
不
安
も
高
い
。
「
大
学
ま
で
卒
業
し
て
ほ
し
い
」
四
三
・

八
％
、
「
高
校
を
で
て
早
く
仕
事
に
つ
い
て
ほ
し
い
」
二
一
・
八
％

と
な
っ
て
い
ろ
。

ま
た
、
奨
学
金
制
度
が
あ
る
な
か
で
も
、
高
学
費
に
よ
る
生
活
圧

迫
を
訴
え
る
人
が
、
三
五
・
四
％
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
奨
学

金
の
充
実
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

中
で
の
比
率
を
み
ろ
と
、
図
囲
に
あ
る
と
お
り
、
「
結
婚
」
が
二
九

・
二
％
、
「
周
辺
」
が
一
一
四
・
○
％
、
「
学
校
」
が
一
五
・
一
八
％
、

「
就
職
」
と
「
職
場
」
が
一
四
・
九
％
、
「
社
交
」
が
四
・
八
％
、

そ
の
他
が
一
一
・
三
％
と
な
っ
て
い
ろ
。

行
政
関
係
の
意
識
調
査
で
も
、
部
落
外
の
人
が
部
落
の
人
を
ど
う

い
う
場
合
に
気
に
し
た
り
、
意
識
し
た
り
す
る
か
の
問
い
に
対
し
て

は
「
結
婚
す
る
と
き
」
、
「
人
を
雇
う
と
き
」
、
「
近
所
付
き
合
い
を

す
る
と
き
」
「
子
ど
も
の
学
校
の
校
区
」
な
ど
が
高
い
数
値
を
示
し

て
お
り
、
体
験
と
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
に
あ

る
こ
と
が
こ
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
現
在
進
め
ら

れ
て
い
る
身
元
調
べ
お
断
り
運
動
、
人
権
草
の
根
運
動
、
さ
ら
に
は

企
業
で
の
部
落
問
題
の
と
り
く
み
が
極
め
て
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と

が
あ
ら
た
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。

部
落
差
別
を
体
験
し
た
り
、
部
落
に
対
す
る
差
別
行
為
や
差
別
発

言
を
直
接
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
経
験
が
あ
る
か
に
つ
い
て
調
査

し
た
結
果
を
見
る
と
図
皿
の
と
お
り
で
あ
る
。

中
学
生
以
上
の
回
答
者
六
七
、
二
一
○
人
の
中
で
一
一
七
、
一
七
一
一

人
（
四
○
・
四
％
）
、
実
に
二
人
噂
一
人
近
く
が
直
接
差
別
を
受
け

て
い
る
か
、
見
聞
し
て
い
る
実
態
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ

て
い
ろ
。

そ
の
内
訳
を
み
ろ
と
、
結
婚
に
関
す
る
差
別
が
二
一
一
・
五
％
、
地

域
周
辺
の
差
別
が
一
八
・
五
％
、
学
校
で
の
差
別
が
一
二
・
一
％
、

九
、
被
差
別
体
験

部落差別の体験・直接

的見聞経験の内訳

図2３

社
ｚ
く

▼
９
．
浄
〆
■
‐
ｊ
・
）
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第42表結婚 ま
た
、
今
ま
で
に
部
落
差
別
を
体
験
し
た
り
、
見
聞
き
し
た
こ
と

は
な
い
と
い
う
も
の
が
、
三
四
、
八
五
七
名
（
五
一
九
％
）
と
な
っ

て
い
る
が
、
結
婚
に
関
す
る
調
査
で
明
ら
か
な
な
っ
た
よ
う
に
、
夫

婦
と
も
一
般
地
区
と
回
答
し
た
人
が
、
五
、
八
四
二
組
（
一
一
一
・
六

％
）
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
質
問
は
中
学
生
以
上

を
対
象
と
し
て
お
り
、
中
学
生
が
五
、
四
一
五
名
、
高
校
生
が
三
、

六
三
七
名
含
ま
れ
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
の
詳
細
な
分
析
は
ク
ロ
ス
集
計
に
ま
つ
必
要
が
あ
る
。
こ

の
他
、
長
い
差
別
の
歴
史
の
中
で
、
習
慣
的
無
意
識
に
差
別
行
為
等

を
受
け
入
れ
た
り
、
そ
れ
に
気
付
か
ず
見
逃
し
て
い
る
事
例
も
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
、
実
際
は
か
な
り
多
く
の
人
が
差
別
を
受
け
た
り
、

見
聞
き
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

結
婚
時
期
を
み
ろ
と
、
表
刎
の
通
り
、
戦
後
結
婚
し
た
人
が
七
八

・
九
％
を
し
め
て
い
る
。
結
婚
数
は
一
九
六
○
年
以
降
年
々
減
少
し

つ
つ
あ
る
が
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
出
産
子
供
数
の
減
少
、
部
落
外

へ
の
流
出
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
（
表
刎
）

相手

ろ
。結
婚
時
期
別
に
み
る
と
、
年
を
追
う
ご
と
に

の
生
ま
れ
」
の
率
は
高
く
な
っ
て
き
て
お
り
、

Ⅲ
結
婚
の
時
期

十
、
結

婚

「
一
方
が
一
般
地
区

九
六
五
１
六
九
年

※在日外人との結婚の場合や不明などの数は含まれていない。

結
婚
の
相
手
を
調
べ
ろ
と
表
岨
の
よ
う
に
「
夫
婦
と
も
部
落
の
生

ま
れ
」
四
一
一
・
四
％
、
「
一
方
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
一
一
一
○
・
三

％
、
「
夫
婦
と
も
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
二
一
・
六
％
と
な
っ
て
い

’
一
一
九
・
二
％
、
七
○
１
七
四
年
四
四
・
七
％
、
七
五
１
七
九
年
で
四
八

・
○
％
、
一
九
八
○
年
以
降
で
は
四
九
・
五
％
に
な
っ
て
い
ろ
。
ま

た
年
令
別
に
み
ろ
と
、
若
い
人
ほ
ど
三
方
が
一
般
地
区
」
の
率
が

高
く
な
っ
て
お
り
、
夫
の
年
齢
が
二
十
九
歳
以
下
で
は
五
一
一
一
・
七
％

妻
の
年
齢
が
一
一
十
九
歳
以
下
で
は
五
○
・
三
％
に
な
っ
て
い
ろ
。

一
般
地
区
出
身
者
と
の
結
婚
の
率
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

は
、
解
放
運
動
の
発
展
の
中
で
社
会
的
活
動
の
広
が
り
と
意
識
の
変

化
の
結
果
だ
と
言
え
ろ
。

表
紹
の
通
り
、
一
般
地
区
出
身
者
と
結
婚
し
た
人
の
う
ち
、
「
結

婚
差
別
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
の
は
、
二
一
一
・
六

％
、
人
数
に
し
て
一
、
一
八
五
三
人
も
い
ろ
。

結
婚
時
期
別
で
は
一
九
六
○
１
六
四
年
二
一
・
六
％
、
六
五
１
六

九
年
二
一
一
・
五
％
、
七
○
１
七
四
年
一
一
五
・
○
％
、
七
五
’
七
九

年
一
一
五
・
二
％
、
八
○
年
以
降
一
一
五
・
四
％
と
増
加
し
て
い
ろ
。
ま

た
、
年
齢
別
に
み
て
も
、
夫
の
年
齢
が
二
十
九
歳
以
下
で
二
九
・
｜

％
、
妻
の
年
齢
が
二
十
九
歳
以
下
で
二
八
・
五
％
が
「
結
婚
差
別
を

受
け
た
」
と
答
え
て
い
ろ
。

し
か
し
、
実
際
に
結
婚
差
別
を
受
け
た
数
は
も
っ
と
高
い
と
思
わ

れ
ろ
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
反
対
が
強
い
た
め
に
地
区
外
へ
流
出
し

た
ケ
ー
ス
、
結
婚
相
手
が
部
落
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
親
元
に
か
く

②
結
婚
の
相
手

第41表時期別結婚数

⑧
結
婚
に
ま
つ
わ
る
部
落
差
別
体
験 １ 『

！ 

結婚時期. 一方か一般地区の生され 夫婦とも部落の
生宣れ

夫婦とも一般地区の生室れ
１９２５年（大正１４年）以前 ７５％ 66.9％ １８ユ％

１９２６年～１９３４年（昭和元年～９年） １０３ ６０．７ ２２．９ 

１９３５年～１９４４年（昭和１０年～１９年） １２．６ ６０３ ２１．４ 

１９４５年～１９５４年（昭和２０年～２９年） １９．７ ５８．０ １８．７ 

１９５５年～１９５９年（昭和３０年～３４年） ２８２ ４５．７ ２２．６ 

１９６０年～１９６４年（昭和３５年～３９年） ３４．１ ３６２ ２５．４ 

１９６５年～１９６９年（昭和４０年～４４年） ３９２ ２９．８ ２５．８ 

１９７０年～１９７４年（昭和４５年～４９年） ４４．７ ２５．０ ２４．５ 

１９７５年～１９７９年（昭和５０年～５４年） ４８．０ ２７．５ １８．４ 

１９８０年（昭和５５年）以降 ４９５ ２８．３ １６．８ 

総計 ３０．３ ４２．４ ２１．６ 

結婚時期 結婚数（）内％

１９２５年（大ｴE１４年）以前 1．２１９（４５） 

１９２６年～１９３４年（昭和元年～９年） 1.640（6.1） 

１９３５年～１９４４年（昭和１０年～１９年） 2.560（９５） 

１９４５年～１９５４年（昭和２０年～２９年） 4.426（１６．４） 

１９５５年～１９５９年（昭和３０年～３４年） 2.927（１０８） 

１９６０年～１９６４年（昭和３５年～３９年） 3,758（１３．９） 

１９６５年～１９６９年（昭和４０年～４４年） 3,470（１２８） 

１９７０年～１９７４年（昭和４５年～４９年） 3.225（１１．９） 

１９７５年～エ９７９年（昭和５０年～５４年） 2.482（９２） 

１９８０年（昭和５５年）以降 1.055（３９） 

不明 ２７７（１０） 

合計 27.039（１０００） 



４５大限部落実態調査（中間）報告

表４４結婚差別の内容（親の反対の場合）

必
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、
反
対
を
受
け
て
い
て
も
そ
れ
を
差
別
と
し
て
自

覚
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
、
こ
の
他
差
別
が
陰
湿
な
形
で
お
こ
な
わ
れ

第43表結婚差別の体験
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て
い
る
場
合
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

表
姐
は
、
「
結
婚
し
た
人
」
の
う
ち
で
差
別
を
受
け
た
人
の
数
で

あ
る
が
差
別
の
た
め
に
結
婚
で
き
な
か
っ
た
人
の
数
も
入
れ
る
と
も

っ
と
多
い
。
ち
な
み
に
先
に
ふ
れ
た
部
落
差
別
体
験
の
調
査
で
自
分

の
結
婚
に
際
し
て
差
別
を
受
け
た
と
答
え
て
い
る
人
が
三
、
一
四
一
一
一

人
も
存
在
し
て
お
り
、
差
別
の
た
め
に
一
、
二
九
○
人
の
人
が
結
婚

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

結
婚
差
別
は
、
親
族
の
反
対
が
一
番
多
く
、
親
、
親
戚
・
知
人
、

兄
弟
（
姉
妹
）
の
順
に
な
っ
て
い
ろ
。

「
夫
が
部
落
、
妻
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、
「
妻
の
親

が
反
対
」
六
七
・
一
八
％
、
「
親
戚
、
知
人
が
反
対
」
一
一
一
六
・
二
％
、

「
兄
弟
（
姉
妹
）
が
反
対
」
一
一
二
・
五
％
、
「
身
元
調
査
さ
れ
た
」

六
・
二
％
、
「
相
手
か
ら
冷
く
さ
れ
た
」
五
・
○
％
に
な
っ
て
い
ろ
。

ま
た
、
「
妻
が
部
落
、
夫
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、
「
夫
の

親
が
反
対
」
六
一
・
｜
％
、
「
親
戚
、
知
人
が
反
対
」
一
一
二
・
五
％

「
兄
弟
（
姉
妹
）
が
反
対
」
二
九
・
六
％
、
「
身
元
調
査
さ
れ
た
」

ｒ
 

七
・
八
％
、
「
相
手
か
ら
冷
く
さ
れ
た
」
一
○
・
一
一
％
に
な
っ
て
い

る
。

「
身
元
調
査
さ
れ
た
」
体
験
が
低
い
の
は
、
こ
っ
そ
り
と
調
査
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
調
査
さ
れ
る
前
に
部
落
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
明
ら

結
婚
後
、
「
妻
の
親
元
と
の
い
き
き
」
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

調
べ
て
み
ろ
と
、
表
妬
の
通
り
「
妻
の
親
が
反
対
」
し
て
い
た
場

合
、
全
体
平
均
で
「
行
き
来
し
て
い
る
」
五
二
・
○
％
、
「
行
く
が

来
な
い
」
四
・
八
％
、
「
子
供
が
で
き
て
か
ら
行
き
来
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
’
二
。
九
％
、
「
あ
ま
り
行
き
来
し
て
い
な
い
」
’
○
・

一
％
、
「
行
き
来
し
て
い
な
い
」
二
二
％
と
な
っ
て
い
ろ
。

さ
ら
に
、
妻
の
親
元
と
「
あ
ま
り
行
き
来
し
て
い
な
い
」
・
「
行
き

来
し
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
人
は
、
結
婚
時
期
別
に
み
ろ
と
、

一
九
一
一
五
年
以
前
四
○
・
○
％
、
’
’
六
１
’
一
一
四
年
一
一
一
一
一
一
・
一
一
一
％
、
三

か
に
し
て
い
る
こ
と
等
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
結
婚
時
期
別
に
「
親
族
の
反
対
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
表

帆
の
通
り
、
「
夫
が
部
落
、
妻
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、

’
九
六
五
１
六
九
年
八
九
・
○
％
、
七
○
１
七
四
年
八
八
・
八
％
、
七

五
１
七
九
年
九
一
・
○
％
、
八
○
年
以
降
八
五
・
七
％
と
な
っ
て
い

ろ
。
ま
た
、
「
妻
が
部
落
、
夫
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、

一
九
六
五
’
六
九
年
七
九
・
八
％
、
七
○
’
七
四
年
八
八
・
七
％
、

七
五
’
七
九
年
八
六
・
六
％
、
八
○
年
以
降
九
一
一
一
・
三
％
と
、
横
ば

い
な
い
し
、
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
結
婚
は
両
性
の
合
意
に
も
と

づ
く
と
憲
法
第
二
四
条
で
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
家
族
や
親
戚
の
根

強
い
反
対
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ろ
。

四
結
婚
差
別
の
内
容

⑤
親
元
と
の
い
き
き
（
つ
き
あ
い
）
の
状
況

！
…
 

結婚時期 結婚差別を受けたことがある 結婚差別を受けたことかない 不明
１９２５年（大正１４年）以前 ２０．０％ ６３．８％ １６．３％ 

１９２６年～１９３４年（昭和元年～９年） １５３ ７５．４ 9.3 

１９３５年～１９４４年（昭和１０年～１９年） １６．２ ７６．１ 7.7 

エ９４５年～１９５４年（昭和２０年～２９年） １８２ ７６．１ 5.7 

１９５５年～１９５９年（昭和３０年～３４年） ２３．４ ７０８ 5.8 

１９６０年～１９６４年（昭和３５年～３９年） ２１．６ ７３．５ 4.9 

１９６５年～１９６９年（昭和４０年～４４年） ２２５ ７２．６ 4.9 

１９７０年～１９７４年（昭和４５年～４９年） ２５．０ ６９．７ 5.3 

１９７５年～１９７９年（昭和５０年～５４年） ２５２ ７０２ ４．６ 

１９８０年（昭和５５年）以降 ２５．４ ７０．７ 3.9 

総数 ２２．６ ７１．７ ５．６ 

結婚時期 行き来している 行くが来たい
主力子
うらど

に行も
左さか

つ来て
たすき
るて あ室Ｄ行き来していない 行き来していたい 親元が死亡して

いる

不明
１９２５年(大正１４年)以前 １４３％ １４３％ －％ －％ ２８．６％ ２８．６％ １４３％ 

１９２６年～１９３４年(８房ﾛ元年～9年） ２７．３ 9.1 １８２ ３６．４ 9.1 

１９３５年～１９４４年(日毎、０年～エ９年） ４０．９ 3.7 3.7 １１ユ 1４．８ ２２２ 3.7 

１９４５年～１９５４年(昭和２０年~２９年） ４４．２ 1３ １６９ ５．２ 11.７ １９．５ Ｌ３ 

１９５５年～１９５９年(ﾛﾋﾞ扉ﾛ３０年~３４年） ４８ユ 4.6 1３．０ 9３ １１ユ １２０ 1.9 

１９６０年～１９６４年(昭Fﾛ３５年～３９年） ５６３ 2.6 7.9 １０５ １００ 8.4 42, 

１９６５年～１９６９年(日西口４０年～４４年） ５３．４ 5８ 9.9 1１．０ １１５ 6.3 2.1 

１９７０年～１９７４年(昭序ﾛ４５年－４９年） ５７６ 6.4 エエ２ エ００ 7.6 4４ 2８ 

１９７５年－１９７９年(昭ﾄﾞﾛ５０年～５４年） ６２．５ 5.0 9５ 8０ １エ、 ２０ 2.0 

１９８０年(昭和５５年)以降． ４７』 1.9 9.6 １６３ １９２ 1９ 3８ 



4６ ４７大仮部蓉実態調査（中間）報告

表４５妻の親元とのいききの状況（夫が部落、妻が一般地区）⑪
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
も
し
く
は
「
療
育
手
帳
」
の
交
付
の

有
無

一
九
八
○
年
厚
生
省
調
査
で
は
、
十
八
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
の

対
人
□
比
二
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
部
落
の
障
害
者
の
対
人
ロ

比
は
、
三
・
四
％
と
一
・
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。
（
表
妬
）

こ
れ
は
、
劣
悪
な
衛
生
環
境
や
貧
困
、
厳
し
い
労
働
条
件
な
ど
、

部
落
差
別
に
よ
っ
て
多
く
の
障
害
者
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

十
一
、
障

車
臣

表４６手帳の交付の有無

五
’
四
四
年
二
八
・
六
％
、
四
五
’
五
四
年
一
七
・
○
％
、
五
五
１

五
九
年
一
八
・
一
一
％
、
六
○
１
六
四
年
一
一
一
・
二
％
、
六
五
’
六
九

年
二
四
・
二
％
、
七
○
１
七
四
年
一
七
・
八
％
、
七
五
’
七
九
年
一

九
・
四
％
、
八
○
年
以
降
三
一
一
・
五
％
と
な
っ
て
お
り
、
結
婚
し
た

後
も
差
別
の
壁
が
厚
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

’
九
一
八
○
年
以
降
に
結
婚
し
た
人
で
、
「
妻
が
部
落
、
・
夫
が
一
般

地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、
「
妻
の
親
元
と
行
き
来
し
て
い
ろ
」
人

は
八
二
・
｜
％
に
の
ぼ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
「
夫
が
部
落
、

妻
が
一
般
地
区
の
生
ま
れ
」
の
場
合
、
「
妻
の
親
元
と
い
き
き
し
て

い
ろ
」
人
は
四
七
二
％
に
す
ぎ
な
い
。
最
近
の
若
い
人
達
の
中

で
、
「
一
般
地
区
出
身
者
」
と
の
結
婚
が
増
え
た
と
は
い
え
、
内
実

は
親
子
の
縁
を
切
る
よ
う
に
し
て
結
婚
し
て
い
る
姿
を
は
っ
き
り
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
障
害
発
生
年
齢

障
害
発
生
年
齢
を
み
る
と
、
表
切
の
通
り
一
「
四
十
’
四
十
九
歳
」

’
四
・
○
％
、
「
五
十
１
五
十
九
歳
」
’
六
・
○
％
、
「
六
十
歳

以
上
」
一
六
・
七
％
と
中
高
年
（
四
十
歳
以
上
、
四
六
・
七
％
）
に

集
中
し
て
い
ろ
。

ま
た
「
出
生
時
」
の
八
・
九
％
と
「
○
’
五
歳
（
乳
幼
児
）
」
の

一
三
・
○
％
を
合
わ
せ
る
と
一
一
一
・
九
％
に
達
し
、
厚
生
省
調
査

以
上
の
こ
と
か
ら
「
一
般
地
区
出
身
者
」
と
の
結
婚
は
増
加
す
る

傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
差
別
が
減
少
し
て
き
た
結
果
で
は
な
く

て
、
解
放
運
動
と
教
育
・
啓
発
の
結
果
、
差
別
を
の
り
こ
え
て
、
結

婚
を
す
る
人
た
ち
が
増
え
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時

に
結
婚
差
別
の
増
加
傾
向
や
根
強
い
反
対
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を

払
う
必
要
が
あ
る
。

〃

⑥
若
干
の
結
論

表４７障害発生年齢（千人あたり）

３．４｡ ９２ 

８５＠２２９ 

１４．０◎ ８７６ Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
 

４５０ 

１０００◎２６９０ 

結婚時期 夫が部落、妻が一般地区の生され’妻の親族の反対 妻か部落、夫が一般地区の生され’夫の親族の反対

１９２５年（大正１４年）以前 ４２．９％ ６６．７％ 

１９２６年～１９３４年（昭和元年～９年） ８１．８ ８５．７ 

１９３５年～１９４４年（昭和１０年～１９年） ８１．５ ９３．４ 

１９４５年～１９５４年（昭和２０年～２９年） ９２．２ ８５．２ 

１９５５年～１９５９年（昭和３０年～３４年） ９１．７ ９０．９ 

１９６０年～エ９６４年（昭和３５年～３９年） ８７．９ ８０．２ 

１９６５年～１９６９年（昭和４０年～４４年） ８９．０ ７９．８ 

１９７０年～１９７４年（昭和４５年～４９年） ８８．８ ８８．７ 

１９７５年～１９７９年（昭和５０年～５４年） ９１．０ ８６．６ 

１９８０年（昭和５５年）以降 ８５．７ ９３．３ 

総数 ８９．７ ８４．６ 

1．交付を受けている ％ 2，８４２ 

２受けていない 91.7％ 75,913 

3．不明 4.8％ 4，０１０ 

(計） １００．０％ ８２，７６５ 

Ｌ生まれたときから ％ ２３９ 

２．０～５歳 １ ％ ３４９ 

３６～１２歳 6.3％ １６９ 

４１３～１５歳 1.6％ ４３ 

５．１６～１９歳 ３４％ ９２ 

６．２０～２９歳 8.5％ ２２９ 

7． ３０～３９歳 ％ ２４５ 

8． ４０～４９歳 １４．０％ ３７６ 

９５０～５９歳 16.0％ ４３１ 

10. ６０歳以上 １６．７％ ４５０ 

11．不明 2.5％ ６７ 

(計） 100.0％ 2，６９０ 



4８ ４９大仮部落実態調査（中間）報告

（
一
九
八
一
一
年
）
に
よ
る
「
○
１
一
一
一
歳
」
の
一
一
一
・
四
％
に
比
べ
、

非
常
に
高
く
へ
出
生
時
及
び
乳
幼
児
期
の
障
害
発
生
率
が
高
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
部
落
差
別
の
結
果
、
妊
娠
・
出
産
に
お
け
る
母
子
保
健

や
新
生
児
の
健
康
保
障
が
う
ば
わ
れ
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

人
口
一
、
○
○
○
人
あ
た
り
の
部
位
別
身
体
障
害
者
人
口
比
率
を

み
ろ
と
、
表
岨
の
通
り
「
身
体
障
害
者
主
体
」
で
、
大
阪
主
体
の
一

八
・
八
一
一
一
人
に
対
し
、
部
落
は
、
そ
の
一
・
七
倍
の
一
一
一
一
一
・
一
一
九
人

に
達
し
、
部
落
の
障
害
発
生
率
の
高
さ
を
示
し
て
い
ろ
。

部
位
別
で
み
る
と
、
特
に
、
「
視
覚
障
害
」
で
は
、
大
阪
全
体
の

一
一
一
・
一
三
人
に
対
し
、
部
落
は
そ
の
一
一
一
・
○
倍
の
九
・
七
一
一
人
に
達

し
て
い
ろ
。
同
様
に
、
「
聴
覚
、
音
声
、
言
語
障
害
」
で
は
、
一
・

七
倍
の
四
・
九
五
人
、
「
肢
体
不
自
由
」
で
は
、
一
・
三
倍
の
一
五

Ｑ
一
七
人
、
「
内
部
障
害
」
で
も
、
一
・
九
倍
の
一
一
。
四
五
人
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
等
級
別
で
み
ろ
と
、
表
岨
の
通
り
、
二
級
」
が
、
大
阪

全
体
の
一
一
・
六
八
人
に
比
べ
部
落
は
四
・
八
一
人
と
一
・
八
倍
に
な

っ
て
お
り
、
同
様
に
、
「
一
一
級
」
て
は
六
・
八
一
一
一
人
の
一
・
七
倍
、

「
一
一
一
級
」
て
は
六
・
二
人
の
一
・
六
倍
、
「
四
級
」
て
は
、
五

・
五
一
一
人
の
一
・
五
倍
、
「
五
級
」
で
は
四
・
一
一
五
人
の
一
・
七

１ 
③
身
体
障
害
者
の
対
人
ロ
比

表４９程度別、身体障害者対人口比（千人あたり）

3５ 

3０ 

2５ 

2０ 

1５ 

０
－
０
 

１
 

大
阪

部
落

倍
、
「
六
級
」
で
も
、
一
一
一
・
二
八
人
の
一
・
六
倍
に
な
っ
て
い
ろ
。

四
障
害
の
部
位

次
に
身
体
障
害
部
位
別
構
成
比
を
み
ろ
と
、
表
印
の
通
り
「
視
覚
陣

表４８部位別、身体障害対人口比（千人あたり）
表５０身体障害部位構成比の比較

０
５
０
 

二
一
一
・
’
’
’
’
’
’

一

一｝｜｝一一一一一一二一一一一一一二・
’
’
二
一
一
一
・
’
’

二。
■
』
』

－－内部障壱

Ｉ 薑 由

J1ﾆー(注）部落の対人ロ比は、Ｂ一国の質問（障害者手帳、療育手帳の有
無脚有効回答者数78,755人（回答者82,765人から「不明」
4.010人を除いたもの）に対するもの
〔対人ロ比一陳害者数／78,755(人)×１，０００〕

一二＝ﾆﾆﾆｰﾆﾆ恩賞

ニーーーーネ負部落

大
阪

部
落

’ ' 

夕

／ ’ 

大阪Ｆ82）

ｌ
ｊ
 

部落（A） 大阪（B） Ａ／Ｂ 

級級級級級級明『よワ］（ｄ４４ＰＯ〈０●●●●●● １２３４５６ 
不

人

１３１２ｌｏ８９ ８８１５２２４ ●●●●●●● ４６６５４３１ 
人

８１３９３９０ ６０９５５００ ●●●●●●● ２４３３２２０ 
倍

８７６５７６’ １１１１１１ 
合計 32.29人 18.83人 1.7倍

部落

(A） 
大阪(1981）

(B） 
Ａ／Ｂ 

視覚障害

聴覚、音声、言語障害

肢体不自由

内部障害

１ 人Ｉ 

２５７５ ７９１４ ●●●● ９４５２ １ 

１ 人Ｉ 

２５８８ ２８４２ ●●●● ３２１１ １ 

倍

０７３９ ●●●● ３１１１ 
身体障害（計） 32.29人 18.83人 Ｌ7倍

部落 大阪(－８２）

Ｌ視覚障害

2．聴覚、音声、言語障害

3．肢体陣害

４．内部障害

７６５ 

３９０ 

１１９５ 

１９３ 紹吊籍詔！３０６ ●●●● ０５７７ ３１４ 
２７２９５ 

２４】６２

９７２４１ 

】0８２９ 弼紹罷詔Ｉ１０８ ●●●● ７５１６ １１６ 
合計 ２５４３ 100.098 １５９５２７ 100.0ヲ8

！ ２ ３ ４ 

’’ 

】 ２ ３ ４ 

’〃Ⅱ
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１ 
害
」
の
構
成
比
は
、
大
阪
全
体
が
一
七
・
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

部
落
は
実
に
一
一
一
○
・
一
％
と
一
一
一
一
・
○
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
「
肢
体
不

自
由
」
で
は
、
大
阪
全
体
六
○
・
○
％
に
対
し
、
部
落
は
、
四
七
・

○
％
と
一
一
一
一
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
「
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
部
落
に
は
身
体
障
害
者
が
多
く
い
る
こ
と
、

特
に
視
覚
障
害
が
き
わ
だ
っ
て
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
劣
悪
な
環
境
衛
生
に
よ
る
ト
ラ
コ
ー
マ
な
ど
の
疾
患
の
後
遺
症

に
よ
る
障
害
を
は
じ
め
、
部
落
差
別
に
よ
っ
て
、
多
く
の
障
害
者
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。

⑤
障
害
の
等
級

表
副
の
よ
う
に
、
身
体
障
害
者
の
等
級
別
構
成
比
を
み
ろ
と
、
大

阪
全
体
と
比
べ
あ
ま
り
大
き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
が
、
若
干
、
部
落

の
身
体
障
害
者
の
重
度
化
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

二
級
」
で
は
大
阪
全
体
の
一
四
・
一
一
％
に
対
し
、
部
落
は
一
四

・
九
％
と
○
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
「
一
一
級
」
で
も
大
阪
全
体
一
一
一

・
一
一
一
％
に
対
し
、
部
落
は
一
一
一
・
一
一
％
と
、
○
・
一
ポ
イ
ン
ト
高
く

な
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
「
一
一
一
級
」
ｌ
「
六
級
」
て
は
、
逆
に
部
落

の
方
が
低
く
な
っ
て
お
り
、
「
一
一
一
級
」
で
は
大
阪
全
体
の
一
一
○
・
九

％
に
対
し
、
部
落
は
一
一
八
・
九
％
と
一
一
・
○
ポ
イ
ン
ト
低
く
、
同
様

に
「
四
級
」
て
は
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
、
「
五
級
」
て
は
○
・
一
一
ポ
イ

ン
ト
、
「
六
級
」
で
は
一
二
ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
部
落
の
方
が

低
く
な
っ
て
い
ろ
。

次
に
、
障
害
の
部
位
別
に
等
級
構
成
比
を
み
ろ
と
、
よ
り
い
っ
そ

う
特
徴
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
れ
れ
て
い
る
。

視
覚
障
害
（
表
駆
）
で
は
、
二
級
」
が
、
大
阪
全
体
、
一
一
五
・

九
％
に
比
べ
、
部
落
は
、
一
一
一
○
・
六
％
と
四
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
く
、

表５２視覚障害、等級別構成比の比較

表５３聴覚、音声、言語障害、等級別構成比の比較

【)0-0％ 『
】

表５４肢体不自由、等級別構成比の比較

「
一
一
級
」
で
も
、
大
阪
主
体
一
一
○
・
七
％
に
比
べ
、
部
落
は
、
一
三

・
五
％
と
一
・
八
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
ろ
。
ま
た
、
軽
度
に
な

る
と
、
「
五
級
」
で
は
、
大
阪
全
体
よ
り
二
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
い
一

一
・
六
ポ
イ
ン
ト
「
六
級
」
で
も
、
四
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
い
一
一
・

九
％
と
な
っ
て
い
ろ
。

表５１身

表５５内部障害、等級別構成比の比較

■Ｉ 
表５６精神薄弱者の程度別状況の比較 ￣ 

大阪

部落

％１００９０８０７０６０５０４０３０２０１Ｃ 

部 藩 大阪

級級級級級級明１２３４５６不
４ ３ ２ 

２３０９１６ ７８７８９２ 
１ 

％％％％％％％ ６５８２６９４ ●●●●●●● ０２０９１１３ ３２１１１ ９０１１３１０ ６５２２０３ ０６９２９５ ９９９９７０ ７５２３３４ ％％％％％％％ ９７７８３６０ ５００１４６０ ２２１１１１ 
合計 765 100.0％ 2７．２９５ 100.0％ 

部 藩 大阪

級級級級級明２３４５６不
128 

9４ 

５８ 

３ 

7４ 

３３ ％％％％％％ ８１９８０４ ●●●●●● ２４４０９８ ３２１１ 。〉７？］４４ｎｖｎ〉７０〉、ムワ】４ＦＤＲ）（Ｕ１▲戸０９９０● 
９ 

５５５７ ％％％％％％ １４８５２０ ３４００１０ ２２２３ 
今ｉ汁 390 100.0％ 2４，１ 100.0％ 

部落 大阪

級級級級級級明１２３４５６不
7８ 

238 

223 

279 

243 

9３ 

４１ ％％％％％％％ ５９７３３８５ ６９８３０７３ １１２２ ３５３５６ １５１１０ １７７６４ ９０口ＣＯ０２０．０７ １２２２１ 
９０ 

３ ６ ０ 
｜、 ％％％％％％％ ４４３２９８０ ０３１１７５０ １２２２１ 

合計 １．１９５ 100.0％ 9７．２４１ 100.0％ 

→０－ 

部１行 大阪

級級級級級級明１２３４５６不 ９８１５５ ７３８３３ ３５４４３ 
８【Ｉ５１ ２１ ％％％％％％％ ９２９１２１６ ●●●●●●● ４１８７３０４ １２１１１１ ３４凸？】－０コ〉（ろ（５へ。（ろ（。（ｂｑ）（。（ｄ４（

００ 
１ ７ ＣＱＣＱ■● ２３３０１７ ２３３３２１ ４１０９３１ １２２１１１ 

０ ％％％％％％％ ２３９０４２０ 
合計 ２． ３ 100.0％ 159.527 100.0％ 

体障雲、菫級別構成比の比較

部 藩 大阪

級級級明１３４不 ７１８７ ６８２１ ％％％％ ７０５８ ４？）４８ ３４１ 『１１△【ｌｎｖ〈Ｕ？】ＦＤＲ〕－０９０９ ５３１ 
０ ％％％％ ８１１０ ０戸０４０５３１ 

合計 193 100.0％ 1０．８２９ 100.0％ 

部 藩 大阪

度度度明重中軽不
113 

3１ 

１５ 

１１ ％％％％ ５２８５ ６８８６ 
６１ 

７．１９０ 

2,870 

］、５９７

０ ％％％％ ７６７０ １４３０ ６２１ 
合計 170 100.0％ 1１．６５７ 100.0％ 
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表６０視覚障害の原因別状況の比較

ロ

5２ 

件
が
厳
し
く
、
社
会
保
険
さ
え
完
備
さ
れ
て
い
な
い
職
場
で
の
労
働

が
多
い
た
め
、
〃
職
業
病
〃
等
に
よ
る
健
康
破
壊
や
労
働
災
害
な

ど
、
様
々
な
障
害
が
生
じ
る
危
険
性
が
高
い
。

ま
た
、
部
落
婦
人
も
、
不
安
定
就
労
と
貧
困
の
中
で
、
妊
娠
中
毒

症
や
異
常
分
娩
な
ど
、
妊
娠
・
出
産
に
お
け
る
母
性
破
壊
が
著
し

く
、
そ
の
こ
と
が
「
出
生
時
の
損
傷
」
の
高
さ
と
な
っ
て
あ
ら
わ

身
体
障
害
の
原
因
別
状
況
（
表
印
）
を
み
る
と
「
そ
の
他
の
疾

患
」
が
二
五
、
七
％
と
最
つ
と
も
多
い
が
、
大
阪
府
全
体
と
比
較
す

る
と
、
「
労
働
災
害
」
の
比
率
が
大
阪
府
一
○
・
二
％
に
く
ら
べ
て

八
・
一
一
ポ
イ
ン
ト
高
い
一
一
一
一
・
四
％
と
な
っ
て
い
ろ
。
同
様
に
「
出
生

同
様
に
、
「
聴
覚
・
音
声
・
言
語
障
害
」
（
表
囲
）
で
も
、
「
｜
｜

級
」
で
一
一
三
・
八
％
と
、
大
阪
全
体
よ
り
九
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
い
が
、

「
’
一
一
級
」
二
四
・
一
％
、
「
四
級
」
一
四
・
九
、
「
六
級
」
一
九
・

○
％
と
大
阪
全
体
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
、
○
・
三
ポ
イ
ン
ト
、
五
・
九
ポ

イ
ン
ト
、
’
二
・
二
ポ
イ
ン
ト
、
低
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
肢
体
不
自
由
（
表
別
）
、
内
部
障
害
（
表
別
）
で
は
、
逆

に
部
落
の
方
が
重
度
障
害
の
構
成
比
が
低
い
傾
向
を
示
し
て
い
ろ
。

こ
れ
は
、
一
般
的
に
障
害
者
の
重
度
化
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
下
ま
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
、
部
落
解

放
運
動
の
中
で
「
手
帳
申
請
」
の
と
り
く
み
が
強
化
さ
れ
た
と
に
よ

り
、
軽
度
な
内
部
障
害
程
度
で
も
「
等
級
認
定
」
を
か
ち
と
っ
て
き

た
こ
と
等
の
影
響
も
考
え
ら
れ
ろ
。

次
に
精
神
薄
弱
者
の
障
害
の
程
度
（
表
記
）
を
み
ろ
と
、
重
度
が

六
六
・
五
％
と
苑
を
占
め
て
お
り
、
大
阪
全
体
（
大
阪
市
を
除
く
）

の
六
一
・
七
％
よ
り
四
・
八
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
部
落
に
は
重
度
精
神

薄
弱
者
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑥
障
害
の
原
因

部落

１ 

１２３４５６ 
１ 

大阪－８１

▲昂＋ ６９０１００．０，６２２７１０１００．０缶ロ ロＩ

視
覚
障
害
で
も
、
「
そ
の
他
の
疾
患
」
が
一
一
六
・
七
％
と
最
つ
と

も
多
い
が
、
大
阪
府
と
の
比
較
で
は
「
労
働
災
害
」
が
九
・
｜
％
と

四
・
一
一
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
「
出
生
時
の
損
傷
」
も
二
・
○
％
と
六

・
九
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

ま
た
、
「
感
染
症
」
が
一
○
・
一
一
一
％
と
六
・
六
ポ
イ
ン
ト
も
高
い
。

れ
て
い
ろ
。

表６１聴覚、音声、言語障害の原因状況の比較 表5９ 身体障害の原因別状況

時
の
損
傷
」
は
、
大
阪
府
四
・
○
％
の
一
一
・
九
倍
の
二
・
七
％
に

達
し
て
い
る
。

「
労
働
災
害
」
「
出
生
時
の
損
傷
」
の
比
率
が
、
｜
股
に
く
ら
べ

て
高
い
の
は
、
ま
さ
に
部
落
差
別
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。

部
落
住
民
は
差
別
の
結
果
、
不
安
定
就
労
を
強
い
ら
れ
、
労
働
条

部落

｣1号1鍔!'□
部落８ 

、
、

、

、
、
、

、、

大阪－８１
大阪－８

日
］

へ 計２５９８１００．０名ｌ４０８６１１００－Ｏ９８ｐ 

部落 大阪－８１

Ｌ交通事故

２労働災害

ａその他の事故

4．戦傷 、 戦災等

5．感染症

6．中毒性疾患

7．その他の疾患

8．出生時の損傷

9．その他 ６３８９１４４６９ １６４１７ 
８７０ 
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5４ ５５大坂部落実態調査（中間）報告

「
感
染
症
」
が
多
い
の
は
、
劣
悪
な
衛
生
環
境
の
た
め
に
部
落
に

慢
延
し
た
「
ト
ラ
ー
コ
マ
」
が
、
視
覚
障
害
の
原
因
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。

聴
覚
、
音
声
、
一
一
一
一
口
語
障
害
で
も
「
そ
の
他
の
疾
患
」
鶚
一
一
七
・
八

％
と
最
つ
と
も
多
い
が
、
大
阪
府
と
の
比
較
で
は
「
出
生
時
の
損

傷
」
が
一
七
・
七
％
と
一
○
・
六
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

表６２肢体不自由の原因別状況の比較内
部
障
害
で
は
、
大
阪
府
の
場
合
は
「
そ
の
他
の
疾
患
」
に
六
一

・
六
％
と
集
中
し
て
い
る
が
、
部
落
の
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
「
労

働
災
害
」
は
一
一
・
六
％
と
八
・
一
一
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
「
出
生
児
の

損
傷
」
も
、
一
○
・
六
％
と
七
・
一
八
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
ろ
。

以
上
が
、
昨
年
十
月
に
実
施
し
た
大
阪
部
落
実
態
調
査
の
全
体
報

告
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

ご
覧
の
よ
う
に
、
あ
る
部
分
は
単
純
集
計
の
み
で
あ
り
、
他
の
部

分
は
ク
ロ
ス
集
計
が
で
き
た
も
の
も
あ
る
が
、
今
日
時
点
の
大
阪
の

部
落
の
実
態
が
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
よ
う
。

現
在
、
三
月
末
を
メ
ド
に
す
べ
て
の
ク
ロ
ス
集
計
を
含
め
た
、
正

式
の
詳
細
な
報
告
書
を
作
成
す
る
予
定
を
し
て
お
り
、
更
に
つ
っ
こ

ん
だ
実
態
究
明
は
、
そ
の
資
料
を
参
照
願
い
た
い
。

最
後
に
今
回
の
調
査
が
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
各
支
部
の
皆

さ
ん
、
さ
ら
に
は
解
放
会
館
を
は
じ
め
、
行
政
の
皆
さ
ん
、
保
育
、

教
育
関
係
各
位
の
献
身
的
な
努
力
の
結
果
実
現
し
た
こ
と
を
明
記

し
、
改
め
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
一
八
一
一
一
年
二
月
十
九
日

部落

’〃ｸﾞﾉ"

／／，′／〃′
’′′〃〃

~１－｢亘丁51~可廊

、、尿
、一・、’

お
大阪－８１７ 

わ
り

に

肢
体
不
自
由
で
は
「
そ
の
他
の
疾
患
」
が
二
四
。
○
％
と
最
も
多

い
が
、
大
阪
府
と
の
比
較
で
は
、
「
交
通
事
故
」
が
一
○
・
五
％
と

一
一
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
「
労
働
災
害
」
も
一
八
・
一
一
一
％
と
一
一
一
・
八

ポ
イ
ン
ト
高
い
。

ま
た
、
「
出
生
時
の
損
傷
」
は
一
○
・
三
％
と
六
・
七
ポ
イ
ン
ト

一
局
い
・

表６３内部障害の原因別状滝の比較

（発行予定３月末）
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